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開会 午前９時30分 

 

○議長（永並 啓君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて50

分とします。 

  池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  おはようございます。 

  議長より御指名いただきましたので、１

番・池田忠史、一般質問を始めさせていた

だきます。 

  昨日質問された内容と多少重なるところ

がありまして、同じような回答をいただく

形になるかもしれませんがよろしくお願い

いたします。 

  まず初めに防災についてお伺いします。 

  今年１月に能登半島で震度７の地震が起

きました。それ以降先日までの間に震度５

弱以上の地震が６回、大雨による被害、昨

日の台風を入れますと５回ほど起こってお

ります。過去10年を見ても地震、豪雪によ

る孤立、豪雨による土砂災害など人命が失

われるような災害が毎年のように起こって

おります。先月の九州沖の宮崎沖の地震で

は南海トラフ地震の余震ではないかと言わ

れ、南海トラフ地震臨時情報が１週間出さ

れました。ちなみにですけれども、南海ト

ラフ地震ですけれども、100年から150年に

一度起こると言われていまして、前回より

現在で78年たっており、いつ起こってもお

かしくないと言われております。本町でも

避難訓練、昨日もありましたけれどもそれ

以外にも住民さんに対しての避難訓練もさ

れておりますし、新しく更新された防災マ

ップの配布など防災に対しては対策をいろ

いろ講じてはおられます。そういった災害

がいろいろあったときに、もちろんのこと

ながら防災備品の備蓄っていうのは大変重

要なものとなっております。豊能町でもも

ちろん防災備品等を備えられていると思い

ますけれども、東西含めてどこに何か所あ

るのか、まずお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。お答えいたします。 

  防災備蓄倉庫は災害時に避難者に対して

支給する当面の食料品や生活必需品と災害

復旧に必要な資機材を保管しており、豊能

町役場本庁あるいは商工会前を拠点に各指

定避難所及び弾力運用避難所などに設置し

ております。設置箇所数は12か所でござい

ます。13倉庫ございます。具体的には東地

区では役場本庁、商工会前、中央公民館、

高山コミュニティセンター、東能勢中学校

の５か所でございます。西地区ではシート

ス、西公民館、光風台小学校、東ときわ台

小学校、吉川小学校、吉川中学校、ここは

２か所倉庫がございます。ときわ台消防車

庫、これは旧ときわ台消防分団の車庫でご

ざいますが、計７か所です。倉庫的には吉

中だけが二つ倉庫がございますので13倉庫

あると、こういう状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 
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  それぞれ東西にバランスよく置かれてる

のかなというところですけれども、ではそ

の備えておられる備品についてですけれど

も、保存食等今おっしゃった避難所等で使

われるような食品等ももちろんのことなが

ら、在庫備品っていうのは定期的な点検と

か確認が必要となると思いますけれども、

まず各倉庫ごとに何をどれだけ置いている

のかっていうような目録の作成、管理等は

されているのかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  平時から災害に備え、物資等を備蓄、整

備を行っております。備蓄倉庫ごとに備蓄

数、使用期限、食料品でしたら賞味期限な

どについて毎年確認を行ってございます。

棚卸しを実施して、目録といいますか一覧

表にして整理して管理している状況でござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  管理のほうはきっちりされているともち

ろん思っておりますし、今のお話でされて

いるのかなというところですが、自然災害

っていうのは、ちょっと参考にですけれど

も、一般的な種類分けをされると、地震、

津波、台風、洪水、大雪、火山の噴火の六

つが上げられております。豊能町には近く

に海と火山はありませんので四つの災害に

ついての対応が必要となっております。そ

れぞれ、これはあくまでも参考資料でした

のでそれが正しいかどうかわかりませんが、

それぞれの発生件数でいうと、台風、地震、

洪水の順に多いと言われております。ただ

被害の規模でいいますと地震が圧倒的に深

刻な事態となると言われております。これ

は御存じかと思いますけれども、台風とか

洪水とかそういったものは事前にある程度

予測ができて対応ができるのに対して、地

震はいつ起こるかわからないっていうこと

で対応が難しいからだと言われております。

豊能町は山間の町でありまして、地震や大

雨による土砂災害等で幹線道路が通れなく

なると一気に孤立する可能性があります。

東地区、西地区、今、高山地区もそうです

けれども備品倉庫をちゃんと備えられては

おられますけれども、それぞれが、例えば

極論ですけれども、それぞれが完全に分離

されたとしたときに、それぞれの備品がそ

れぞれのバランスよく備えられているのか

っていうところが大事になってくると思う

んですけれども、その辺はどのように管理

されているのかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  備品の各地区のそれぞれ孤立した際にバ

ランスをよく配置しているのかということ

につきましては、一定は東、西それぞれの

設置箇所については分散しておりますが、

地域ごとに例えば高山地区が孤立した場合

に、そこで例えば何日の分をそこに置いて

あるかというような、ちょっとそこまでは

なかなか詳細は把握はちょっとできておら

ない状況です。トータル的に防災倉庫に一

定の割合で分散は検討はしておるんですが、

大体おおむね、これは防災計画にも書いて

おりますが３日分、町全体で３日分の備蓄

の量を目安に、これは大阪府と町が１対１

の割合程度で分担する。３日分ぐらいの備

蓄をめどに保管しておると。それは12か所

13倉庫で一定は人口の比例もよりますけど、
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そこは設置の箇所数で５か所と７か所とい

うようなことはありますが、各地区に孤立

した場合にそこのごとの設定した、それが

何日分かというところまではちょっと配慮

できていない状況かなと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  その３日分目安は前にもお伺いしている

ので存じてはいるんですけれども、そこま

できっちりではなくて、ある程度孤立した

ときに何日かがバランスよく備蓄されてる

ほうがいいのかなと思いますので、その辺

はもしまだ検討の余地があるんであれば検

討していただきたいということと、あと先

ほどもお伺いした備蓄倉庫の数ですよね。

先ほど答弁の中で人口とのバランス等も考

えてとおっしゃいましたけれども、人口比

でいうと東西でいうと８対２ぐらい。備蓄

の倉庫の比率が５対８になりますんで、別

に東が多いという意味ではなくて、その辺

人口の比率から考えると備蓄する器材とい

うか食材も含めてですけれども、バランス

はやっぱりある程度考えるべきだとは思い

ますんで、その辺はよろしくお願いいたし

ます。 

  それで各自治会、自治体等によって自主

防災組織であったりとか消防団等災害時に

活動する組織がつくられていると思います

けれども、それぞれの組織がどういったも

のをそういう防災備品として備えているの

かは、どれぐらいというか把握されている

のかどうかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  町としては資機材整備に係る助成などの

側面的な支援は行っておりますが、自主防

災組織や自治会が設置されています防災備

品の管理、把握につきましては、各自主防

災組織や自治会の裁量で備えていただいて

おりますので、町としては現在把握はして

いない状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  なぜこれを聞いたかといいますと、例え

ばですけれども、自主防災組織、補助金と

いうか購入に一部補助金があって上限40万

円でしたっけ、何かありまして、何か買っ

て備え付けられておられるとこもあるかと

思いますし、各種消防団でもいろいろなも

のを、災害用なのかどうかは別にして何か

いろいろな設備、装備等は置いておられる

と思うんですけれども、そういったものを

災害が起こった際には共助ですよね。お互

いがお互いで使っていただけるような形に

するのであれば、それを利用させてもらう、

町が利用させてもらうことによって備蓄の

倉庫なり備品なりっていうのの揃える品数

等を、例えばですけどスコップはあちこち

いっぱいあるからスコップはそんなに備品

として置いとかなくていいんであればその

分食品で在庫するとか、いろいろなバラン

スは取れると思うんですよ。ですので、ほ

かの地区というか各種団体が何を持ってお

られて、もちろん使ってなくなったりとか

もあるのでもうそれを全てあてにするのは

ちょっと難しいとは思いますけれども、あ

る程度そういったものも考えて備蓄倉庫に

装備するっていうこともできると思うんで

すけれども、その辺はどうお考えですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 
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  お答えいたします。 

  町として自主防災組織とか消防なんです

かね、それの資機材あるいは備蓄品の把握

がいざというときは多分それを代用すると

いいますか、活用することも踏まえまして

把握が必要ではないかというような御質問

だと思います。各自主防災組織あるいは自

治会が揃える備蓄品の整備は、自ら、先ほ

ど申しましたが災害に備えていただくため

の手段であり、防災に寄与するための努力

義務のようなものだったかと理解しており

ます。したがいまして町から自主防災組織

や自治会に対して防災備蓄品の整備を求め

る規定も今はない状況でございます。また

報告を求めることはもちろんございません。

仮に町への報告を義務といいますか、そう

いうような把握することができたとしても、

町として自主防災組織等が持つ備蓄品を、

先ほども議員がおっしゃいましたようにあ

てにした防災対策を実施することはできな

いかと考えております。しかしながら避難

が長引く、大きな災害で長期化しますと、

町の備蓄だけではもたない状況もそれは想

定もされる状況ではございますので現在は

そういうところまで情報共有はできておら

ないんですが、また関係者あるいは自治会

の方々、防災訓練やったら自主防災組織の

方と意見交換の場もあると思いますので、

そういうことも踏まえまして情報共有でき

ないかということも一度働きかけはしてみ

ることは必要かなと感じております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  これは先ほども申し上げたとおり復旧関

連用品、スコップとかブルーシートとかみ

たいな感じのものと、避難所で使う避難所

関連の用品、食品しかりいろいろな生活用

品って言ったら変ですけど、というものに

よって、その使い方も違いますし、いろい

ろなことがあるので、先ほども答弁であり

ましたとおり、それをあてにするわけには

いかないのはもちろんですけれども、ただ

でもあれば助かるということは間違いない

と思いますので、必ずしもその提出までを

求めるわけではなくて、何かの機会に多少

その情報共有という形でしておけばいいか

なと思いますので、その辺はよろしくお願

いいたします。 

  それで先日、地震が、最初にも申し上げ

たとおりありまして、そのときに報道等で

もいろいろ言われたかと思いますけれども、

一時スーパー等から飲料水がなくなるとい

うようなことが起こりました。例えばコロ

ナのときもそうですし、もうずっと昔を振

り返ればオイルショックもそうですし、何

かあれば慌てて皆さんがそのときに買われ

るんです。皆さん余分に、自分ところの分

を余分に買われたりするとほかの人に回ら

ないとかいうこともありまして、やはりそ

ういうのではなくて普段からそういうこと

に備えて準備してもらうことが大事だと思

います。そういうことを住民の皆さんにも

普段から防災意識を持ってもらってするこ

とが大事だと思いますので、もちろん御存

じだと思いますけれども、９月１日は防災

の日ですよね。それとは別に防災用品点検

の日っていうのがあるんですけれども御存

じですかね。３月、６月、９月、12月、年

４回それぞれの１日、３月１日、６月、９

月、12月の１日がその日となっております。

そのタイミングで、先に申し上げるとこれ

何で４回かといいますと、例えばですけど

カップラーメン半年ぐらいなんです、賞味

期限ね。だからそういう食品関係の再点検

と、これ４回の理由は、季節ごとにそれぞ

れ災害が起こったときに備えるものが多少

違ってきますので、そのタイミングそのタ



 

 3－7 

イミングで、冬であれば毛布も一緒に用意

しておこうとか、そういったことが考えら

れるために年４回、そういうふうな日とし

て言われています。ですので、例えばです

けれども、その３、６、９、12の１日の日

に、町のホームページで今日は防災用具の

点検の日です。皆さん防災用具は揃ってお

られますかとか、そういったような案内を

出して、日々皆さんで防災の意識も高めな

がら防災用品の確認もしてもらう。そうい

ったこともできると思うんですけど、いか

がでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  一般家庭の備蓄につきましては防災マッ

プの一番裏にも１週間程度を目安には備蓄

をお願いしますというのはチェックリスト

もつけて配布しておる状況でございます。

今議員がおっしゃってました点検の日ちょ

っと私、詳しくちょっと存じ上げておりま

せんで申し訳ないんですけどそういう保管

しっぱなしという更新もしないいうことも

多々あろうかと思いますので、住民に向け

た啓発については先ほどの意見を踏まえ、

御意見も踏まえて検討していきたいと思っ

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  災害はいつ起こるかわからないと言われ

ておりますし、先日というか昨日、町長が

防災訓練の際におっしゃってたように、普

段からしていること以上のことはできない

と言われておりますので、普段から皆さん

がそういった防災意識を持つような、そう

いった広報活動であったりというのは町の

ほうでもしていただきたいと思いますので、

今後またそういったこともよろしくお願い

いたします。まず防災についてはこれで終

わらせていただきます。 

  続きまして空き家対策についてお伺いし

ます。 

  豊能町は人口増加策としての対応として

空き家が1,000件以上、1,000戸以上ある中

でそれをうまく利活用していくというのが

重要な課題だと考えております。空き家の

流通を促進するために幾つかの事業を行っ

ておられますけれども、今の現状でどうい

った結果になっているでしょうか、お伺い

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町では空き家対策として住まいの相談

窓口を設置し、住まなくなった家の売却、

賃貸、空き家管理などの相談を行い、空き

家の掘り起こしを行っております。空き家

バンクもそういう空き家対策の相談窓口を

通じて行っておりますが、現在の空き家バ

ンクの登録件数につきましては、令和６年

３月末現在で売却物件５件、賃貸物件３件、

土地が１件となっております。空き家のマ

ッチングの件数につきましては、令和６年

３月末現在でございますが、令和５年度の

１年間の実績として８件ございました。空

き家の利用登録数、購入とか賃貸を御希望

されている登録の数でございますが、令和

６年３月末現在で賃貸希望者が24件、売買

希望者が22件、あと両方の希望されてる方

20件、計66件の登録がございました。また

昨年度から実施しております家財道具等の

処分補助金につきましては、令和５年度の

実績といたしまして４件ございました。う
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ち全て町外の所有者の方でございました。

うち１件が売却をされておるという状況で

ございます。また固定資産税の納税通知書

発送時には、豊能町の固定資産税の物件を

お持ちの方で豊能町外にお住まいになられ

ている方に対しまして、住まなくなった空

き家の売却や賃貸、適正な空き家の管理を

行っていただくため、住まいの相談窓口の

案内チラシを同封し、今年度につきまして

はときわ台自治会との取組といたしまして、

空き家を適正に管理されていないと防災や

防犯、衛生面での問題が生じ景観が損なわ

れるというようなこともございまして、と

きわ台自治会でも空き家が増えておりまし

て、周囲に悪影響が出るおそれがあるため、

適正な空き家管理、空き家の活用を掲載し

たチラシを作成し、ときわ台地区の納税通

知書に同封する取組も行っております。し

かしながら今、問合せにつきましてはまだ

ないという状況でございます。 

  また、今年の９月から実施しております

空き家のリフォーム支援事業、移住就職応

援事業などの補助制度についても取り組ん

でおりますが、広く広報を行い、空き家対

策、移住定住対策を行ってまいりたいと考

えております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  空き家の質問については以前にも私、さ

せていただいたんですけれども、以前にそ

の質問したときに、ちょっとネットで豊能

町空き家で調べると、もうほぼ空き家がな

くて二、三件、不動産業者から出てくるよ

うな状態だったんですよね。先日この質問

するに当たってもう一回調べてみると、不

動産業者のほうのページの中に十四、五件

出てたんですよ。もうそろそろ皆さんちょ

っと空き家もそのまま持っててもっていう

ことで、ちょっと売買、販売とかしようか

なと思っておられる方も増えてきているの

かなって、私は勝手に思ってるだけなんで

すけど、そういう方もおられるかなという

ところで、やはり空き家を売買なり賃貸な

りしてもらうような活動というのは今後も

続けていっていただきたいなということは

思います。 

  今年の６月に、これ不動産業者に対して

ですけれども、不動産業による空き家対策

推進プログラムっていうのが策定されまし

てこれは何かといいますと、空き家とか空

き地が急増して放置が続きますと、空き家

も空き地も使用困難になって近隣に様々な

悪影響を及ぼす可能性があるということが

考えられるため、空き家をなるべく早く有

効に利活用を図る目的で策定されておりま

す。いったら不動産屋さんがちょっと、今

までそういった紹介料みたいなの以外にも

空き家のそういう案内なりしたときに多少

なりともちょっと報酬が得られるとか、今

までちょっと報酬の下限が決められた下限

が下がったとかいうところが多少あるんで

すけれどもその中でというか、だから今言

ったように不動産業者さんは物件に対する

仲介や利活用などのノウハウを持っている

ため、所有者の抱える課題解決や新しいニ

ーズへの対応に期待されてていうことでこ

ういうプログラムが策定されたわけなんで

すけれども、策定された内容の中に、不動

産業者と地方公共団体との連携をして掘り

起こしをするとか、官民一体となってそう

いった掘り起こしのための情報発信をする

などっていうような、そういった内容も含

まれておりまして、不動産業者だけではな

くこういった役所なりと連携をして、今後

掘り起こしをしていきましょうというよう

なことも多少書かれているんですけれども、

豊能町としては今後そういった不動産業者
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との連携はどういうふうに考えております

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  不動産業者との連携の件でございますが、

本町では住まいの相談窓口、先ほども御説

明しましたが、それを設置しております。

そこは実施についてはＮＰＯ法人豊能町ふ

るさとおこし協議会、そこが様々な空き家

の管理、あるいは空き家バンクの登録、あ

るいは賃貸とか売買とかそういうのを含め

て総合的に相談の窓口をそこで行っており

ます。そこが不動産業者と連携をして、例

えば不動産業者等の情報が住まいの相談窓

口のふるさとおこし協議会を通じて、例え

ば空き家バンクに導いたり、あるいはその

まま不動産業者のほうで賃貸、売買のほう

に促すというような、そういう連携機能を

持っておりますので、本町としてはそうい

うことで連携を取っていきたいと、このよ

うに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  もちろんそれはそうなんですけど、例え

ばですけれども、結構、こんなこと言った

ら怒られるかもしれないですけど、田舎の

ほうの町のホームページ見ると、町のホー

ムページの中に不動産、こんなんあります

よって紹介が載ってたりするんですよ。豊

能町もそういったこともしていいのかなっ

て思ったりするし、そのＮＰＯと連携はも

ちろん、不動産業者との連携はされてるで

しょうけど、ＮＰＯと町の連携もあんまり

取れてるように私は思わないので、その辺

の連携がうまく取れてないような感じなの

で、もう少し全体的ないろいろな連携を取

って、先ほど聞いたら売買５件、賃貸３件

ですよね。先ほど申し上げた空き家は1,000

件近くあるわけですよ。何％ですかってい

ったら１％に満たないですもんね。約１％

ですけど満たないですもんね。ですんで、

やっぱりそういった連携はもっと取ってい

かないと駄目だと思うんですけれども、あ

くまでもそれはもうＮＰＯに丸投げして町

は知らないって、知らないという言い方は

語弊がありますね。町はあまり関わらない、

そこに任せてますっていうことでいいんで

すかね。その辺をお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  空き家につきましては１割ほど、1,000件

ほど空き家があるという状況は認識してお

ります。ただ空き家も相続の関係でありま

すとかなかなかその流通に乗らないという

状況も多々あろうかなと思っております。

本町としては、一般的な売買については不

動産業者が仲介して流通するものと思って

おりますが、そこにまで至らないようなお

悩み物件は空き家バンクなり住まいの相談

窓口のほうで何か拾い上げて流通をさせて

いく、それが定住・移住につながっていく

と、こういう思いがございます。本町とし

ても限られた人数でそういう対応もしてい

っておりますので、なかなかマンパワー的

にもう少し取り組む人員等がおれば力を入

れていきたいところなんですが、このＮＰ

Ｏも結構ノウハウを持っておると思ってお

りますので、そこに一定は協力をお願いし

ながら空き家の流通に、本町としても補助

制度は一定設けておりますので、そこも活

用していただきながら空き家の対策を、移
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住定住につなげていければと思っておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  そこで提案なんですけれども、過去に豊

能町ではトライアルステイが行われており

ました。１回目は、間違ってたら申し訳な

いんですけど、１回目は吉川と野間口で２

回目は川尻と高山で、これ１回目、２回目

っていうのは年度をまたいでなので2018年

と19年でしたかね、にされてたと思います。

その中で１週間ほど住んでいただいて先に

移住してきた方との意見交換や地元住民さ

んとの交流会などイベントを行って、実際

に移住された方もおられます。今後こうい

った体験型のイベントを再度行う予定はな

いのかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  以前に行っておりました空き家トライア

ルステイにつきましては、移住あるいは二

つの地域の居住の促進と、空き家の利活用

を行うことを目的として、豊能町とＮＰＯ

法人豊能町ふるさとおこし協議会、不動産

会社と物件の選定を行いまして、高山地区

と川尻地区の物件を選定して、令和元年の

11月と12月にそれぞれ２世帯、計４世帯の

トライアルステイを実施を行ったと認識を

しております。そのときの課題といたしま

しては、トライアルステイの参加前から各

自物件を探しておられる方もおられ、移住

に踏み切れない理由としてはなかなか適当

な物件が見つからないという声もあったよ

うでございます。本町の空き家の物件につ

きましては大半が新興住宅地の物件でござ

いますので、この古民家とか旧村の家屋と

いうのはなかなか、ニーズはあってもなか

なか物件として出てこない状況がございま

す。なので移住の希望者と需要の乖離が見

られる結果となっておるような状況と認識

しております。このトライアルステイにつ

きましては、移住、定住というより豊能町

の宣伝といいますか、そういう豊能町の発

信も兼ねて、ＰＲも兼ねてやったというこ

とで聞いておりまして、移住、定住につな

げることも当然想定しておるんですが、豊

能町のＰＲも兼ねてそういう取組をしたと

いうことは聞いております。ただ、このニ

ーズがどの程度あるのかというところもご

ざいますので、その点についてはまたちょ

っと勉強させていただけたらなと思ってお

ります。今これまで申しました移住、定住

の各種施策もございますので、それを現段

階では移住、定住につなげるように取り組

んでいけたらなと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  そうなんですよね。おっしゃるとおり、

新興住宅地でやってもっていうところがあ

りまして、このトライアルステイ、実際探

しておられるのは古民家であったり旧村地

区の家を探しておられる方が多くて、実際

にマッチングがなかなか難しいというのは

わかっているので、もちろん絶対してくだ

さいというわけではないですけれども、そ

ういった方法もあるので、実際旧村地区も

空き家はちょこちょこあるのは知ってます

けど、それが売りに出たりとか手放されな

いとかっていうところもありますんで、そ

の辺は個人的な話になってくるから、職員

が行ってすみません出ていってくださいっ

ていうわけにはいかないんでね、もちろん。

なので空き家と、本当の売りに出るような
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空き家というところは難しいので、もちろ

んわかっていますけれどもこういった何か

違った取組、以前にもやってましたけども

違った取組もいろいろとしてみて、空き家

の掘り起こしであったりとか定住施策して

いただけたらなと思って、一つの例として

挙げさせていただいたので、今後もしこれ

ができるならばこれもしていただきたいし、

ほかに何かあるのであればそういったもの

もしていただいて、空き家の掘り起こしも

しくは定住促進につなげればと思いますの

で、今後もよろしくお願いいたします。 

  次に移らせていただきます。 

  次は東能勢小中学校の一貫教育、東能勢

地区の小中一貫校についてお伺いします。 

  当初、通告書には今後の予定はというこ

とで出したんですが、これ出した次の日に

説明がありまして、その後も議会等々にい

ろいろありまして、昨日秋元議員からもお

話ありましたとおり、議会のほうから提言

が出されまして町のほうで保護者や住民さ

んに対して説明会を開いていただきました。

いろいろな御意見はあったと思いますけど

反対意見はなかったと。それを踏まえた上

で先日の教育総合会議で最終、開校は中学

校ですけれども最終的には小学校ですると

いう話でまとまったと思っております。で

すので今回議会のほうに令和８年、その小

学校移転って言ったらいいんかな。小学校

で開校するまでの間の段階としての中学校

の工事の見積り等出てましたし、その辺は

ちょっと確認できているので、その先のこ

とをお伺いしたいと思います。実際中学校

で開校することにはなりますけれども、そ

の後小学校での開校になるということです

けれども、小学校で開校するまで最低何年

かかるのか。まずそこをお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  現在の予定でございますが、令和８年度

に基本設計、令和９年度に実施設計を行い、

令和10年度に校舎の工事を行う。それで現

在のところ令和11年４月の移転を目標に施

策を進めていきたいと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  それでもちろんそれを移転するに当たっ

ては校舎の改修等がもちろん必要になって

くると思いますんで、設計等もちろん必要

なんですけれども、それ以外に、例えばで

すけれども、今、中学校と小学校にそれぞ

れ体育館１個ずつありますよね。プールも

もちろん１個ずつあります。小学校に移転

するってなると、例えば中学生と小学生で

はサイズ感が多少違うものが出てきます。

そういったものについては今後どの段階で

どうするのかっていうのを決めないと最終

工事もできないですよね。もちろん設計も

できないですよね。まずその辺も先に決め

ていかないと駄目だと思うんですけれども

それはその11年に開校というか移るまでの

間に、いつまでにそれを決めれば問題ない

のかっていうところはいつまでなのかお伺

いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  校舎も含めまして施設の全体的な利用方

法であるとか、今議員がおっしゃった体育

館やプールの利用も含めまして、これにつ

いては実際現場で運用される学校の教職員

の方々であるとか、あと地域の御意見もお

聞きしながら進めたいというふうに考えて
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おります。先ほど申し上げましたスケジュ

ールの中で、令和８年度に基本設計を行う。

令和９年度に実施設計ということで、実施

設計の段階では例えば体育館はどこを使う

であるとかプールはどっちを使うというこ

とを決定した上で、その図面の作成等に取

りかかっていかなければなりませんので、

令和８年度の基本設計の段階で進めなけれ

ばいけないというふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今、令和６年ですよね。７年、８年、あ

と２年半ほどありますけれども、その間に

体育館であればもちろんバスケットボール

の高さ等々もありますし、中学校は避難所

としての機能も見越してエアコンもつけて

おられますけれども、じゃあ小学校の施設

にはどうするのかというような話も出てき

ますし、プールに関しても水深が多少違い

ますよね、小学校と中学校で。であれば、

中学生がその小学校のプールの水深で使っ

ても問題ないのかどうかとか、そういった

問題も出てきますし、例えばですけど小学

校の施設を全部改修して使うってなると、

こちらにある中学校の体育館とプールはど

うするのかとかいう話も、全体的な話がす

ごいいっぱいあるんですよ。その辺も踏ま

えると、２年半はあるとはいえ、時間はも

う限られていると思いますので、その辺も

含めて、できるだけ早急に方向性だけはま

ず決めないと駄目だと思うんですけれども、

その辺、今の段階ではまだ何も決まってな

いとは思いますけれども、何か今の時点で

考えがあるようであればお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど議員おっしゃった、例えば体育館

やプールの問題、例えば体育館なんかも中

学校の体育館については改修工事を行った

上で、今は空調がついているなど、もう既

に学校の教育現場で使用する想定で改修工

事を行っております。もちろん避難所とし

ての想定もしておりますが。ただ一方で小

学校の敷地から中学校の敷地には府道が走

っておりますので、今度そこに移動する際

の子どもたちの安全性とかその部分も考え

る必要があるというふうに考えております。

先ほど申し上げましたように、そういった

点も含めまして、今後学校も含めて打合せ

をした上で最終決定をしていきたいと考え

ております。令和８年度の基本設計という

ことで今、申し上げたところではございま

すが、できるだけ早いうちに学校とも協議

の場を設けて早急に方針のほうは決定して

いきたいと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  住民さんも、保護者もですけど、もとも

とはもうここの中学校で開校して、ここの

中学校でそのままいくと思った上で皆さん

動いておられたので、説明会でありました

とおり東地区全体のことを考えると致し方

ないというところもあって苦渋の決断であ

るところもあると思います。ですので、や

はり今後についても何をどうしていくのか

っていうのは住民さん、保護者の皆さんに

とっては関心事であると思いますので、親

切丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

  以上で私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、池田忠史議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。
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再開は10時30分といたします。 

（午前10時19分 休憩） 

（午前10時30分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  皆様、おはようございます。 

  議長より御指名いただきましたので、７

番・公明党、永谷幸弘の一般質問を通告の

とおりさせていただきます。 

  このたびの台風10号によりお亡くなりに

なられた方々の御冥福を心からお祈りいた

します。また、被災された皆様にお見舞い

を申し上げます。 

  理事者におかれましては、町民の暮らし

の向上や安心・安全のまちづくりのための

積極的なまた具体的な答弁をよろしくお願

い申し上げます。 

  それでは通告書１点目のＥＶ公用車のカ

ーシェアリングについて質問いたします。

この質問につきましては６月定例会議で質

問の予定でございましたけれども、時間切

れでできませんでした。理事者には大変な

御迷惑をおかけいたしました。今議会では

一番に質問させていただきます。 

  日本政府は2020年において2050年カーボ

ンニュートラルに挑戦することを発表して

おります。そして令和４年７月、全国知事

会では、脱炭素地球温暖化対策行動宣言を

まとめまして、都道府県が新たに導入する

公用車は原則電動車と定められております。

こうした動きの中で公用車を電気自動車Ｅ

Ｖに置き換えまして、公務で使用しない夜

間や土日祝日は市民や観光客、ビジネスマ

ンなどに貸し出しまして公用車によるＥＶ

シェアリングが多くの自治体で現在推進さ

れております。普段は地域住民の足となり、

災害時には走る蓄電池として電気自動車の

新しい活用手法の普及拡大が期待されます。 

  また、環境省が2023年12月に発表しまし

た令和６年度環境省重点施策集では、意欲

的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に

支援を行う地域脱炭素推進交付金の対象事

業といたしまして、ＥＶ公用車を活用した

カーシェアリング事業が挙げられておりま

す。ここで実際に取り組んでおります自治

体の取組を御紹介させていただきます。役

所のＥＶ、休日は住民に貸出しと、環境省

も後押しの脱炭素型かカーシェアの見出し

の記事がございましたので御紹介させてい

ただきます。 

  自治体がカーシェアリング事業者と組み

まして、配備された電気自動車ＥＶを住民

と共同使用する動きが広がっております。

走行時の二酸化炭素ＣＯ２排出がゼロのＥ

Ｖは環境負荷が小さく、環境省は2023年度

から脱炭素型カーシェアリングとして自治

体に対する補助を本格化させております。

太陽光などの再生可能エネルギーで発電し

た電気による充電設備の整備も後押しする

方針でございます。例えば東京都板橋区役

所の駐車場に2022年の９月上旬に１台のＥ

Ｖが戻ってきました。買物で１時間ほど借

りたという住民の女性、35歳の方ですけれ

ども、その感想が、走行車が静かで加速も

よいと満足げに話したということでござい

ます。このＥＶは環境政策課が2020年、課

の公用車３台のうち１台をなくす代わりに

導入しております。職員約20人はカーシェ

ア事業者のサイトで予約して使いまして、

利用料は区が支払っていると。予約が入っ

ていない時間は住民も利用できるそうでご
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ざいます。ＥＶは環境負荷が小さい一方、

ガソリン車に比べまして価格が高く購入を

ためらう人も多いということでございます

が、カーシェアのＥＶなら気楽に利用でき

まして、これは実際に運転してもらって性

能を確認した上で普及につなげたいという

考えでございます。板橋区環境政策課の担

当者の方は、23年までの試みでございます

けれども住民からも好評で延長も検討して

いたということでございました。そこでこ

ういうお話をさせていただきましたけれど

も、本町の考え方についてまず伺いたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町におきましては地域の脱炭素化及び

循環型社会の実現に向けた取組を推進し、

地域社会の持続的発展に資することを目的

として、株式会社豊能・能勢まちづくり、

三井オートサービス株式会社等との協定書

及び覚書に基づき、令和５年８月からリユ

ースＥＶ購入車、２台でございますが、リ

ースにより運用実証実験を開始していると

ころでございます。これは自治体運営にお

いてリユースＥＶ車の実用性や課題解決を

目的としたもので、ＥＶバッテリーの劣化

診断やメンテナンス費用、またガソリン車

との経済性との比較などの効果検証を行う

とともに、今後の発展的取組を検討するも

のでございます。現在、実施実証実験中で

あり、今後の方向性はまだ定まっておりま

せん。しかしながら、再生可能エネルギー

としてＥＶ車のカーシェアリングや災害時

の電力・電源確保等において全国的に注目

されておりますので、本町におきましても

実証実験を踏まえ、今後の公用車の更新の

際に判断していきたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  公用車の更新の際に判断していくという

ことでございますけれども、一般的には公

用車の資産管理におきましては公用車管理

台帳を作成しまして、購入年月日また走行

距離等を基本にしまして更新計画を立てて

いるということがほとんどのとこでやって

ると思いますけれども、この更新計画を踏

まえていつ頃に判断されるのか、この点に

ついて伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在、本町におきまして車両更新計画は

定めておりません。本来であれば車両購入

年度や走行距離を勘案し、公用車更新計画

を定めるところですが、町の財政事情もあ

り、車両の劣化状況や維持管理に要する経

費負担等を考慮の上、必要な場合には車両

買い替えを行っているという状況でござい

ます。したがいまして電気自動車での更新

の判断の時期につきましても買い替え時に

合わせて検討していきたいと考えておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  確認いたしますけれども、先ほど私も管

理台帳ということを述べましたが、この公

用車の管理台帳については作成されている

のかどうか、この点について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 



 

 3－15 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  公用車の管理台帳はございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。今年度の町政運

営方針、その基本方針３番に、緑の中で楽

しく暮らせるまちづくりの中の３番、低酸

素社会の実現による持続可能なまちづくり

とうたわれております。このことを踏まえ

て町としてこの管理台帳を基本に今後の更

新計画を作成しまして、低炭素社会の実現

による持続可能なまちづくりを進めていく

ことが重要であると考えますけれども、町

政運営方針を立てていらっしゃる上浦町長

にこの点について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  電気自動車の公用車の導入につきまして

は、低炭素社会の実現による持続可能なま

ちづくり、これに向けた取組の一つである

と認識をしてございます。運用の実証実験、

今、部長が答弁しましたように２台運用の

実証実験を今しておるところでございます。

その結果を踏まえまして、また財政負担の

ことや車両の維持管理面それから災害時の

問題なども考慮して進める必要があります

が、これは避けて通れないものだと私も認

識をしておりますので、導入に向けては前

向きに検討を考えていきたいと考えてござ

いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  検討していくというお話でございました。

今年度の町政運営方針にはこのように書か

れておりますが、多分来年の町政運営方針

でも引き続いてこの脱炭素については書か

れるということで勝手に解釈しております

けども、引き続いての検討をよろしくお願

いいたします。 

  それでは次の質問に移ります。 

  通告書２点目の役場窓口に会話をサポー

トする軟骨伝導イヤホンの設置について質

問いたします。 

  これは令和５年９月に初質問しまして、

令和６年３月そして今議会で３回目の質問

となります。るるずっと説明しております

けれども再度お話をさせていただきます。 

  一般社団法人日本補聴器工業会の令和４

年度調査によりますと、日本の難聴者は人

口の10％、人数に換算しますと約1,300万人

に上りまして、高齢化に伴い今後さらに増

えると見込まれております。耳が聞こえに

くい人や、日常生活の聞こえに不安を感じ

ている方が安心して役場窓口で相談したり

説明を受けたりできる環境整備は必要であ

ると考えております。この軟骨伝導イヤホ

ンは、窓口での説明が楽に聞くことができ、

また大きな声で話す必要がなくなり、個人

情報が周囲に漏れるリスクを減らす効果が

期待できます。実例ではございますけれど

も、生駒市では今年の６月から福祉政策課

と障害福祉課の窓口にそれぞれ１台ずつ設

置されまして、必要に応じて各課の窓口に

も貸出しをしております。また市内に住む

人で聞こえに不安を感じるなど日常生活で

軟骨伝導イヤホンを試してみたい人に最大

２週間無料で貸出しを行っております。そ

の他にも、脳の若返り教室などの各種介護

予防教室やいきいき百歳体操、まちのえき

などの開催に合わせて会場で体験できる機

会を設けるなど、軟骨伝導イヤホンを日常
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生活に取り入れることで外出や人との関わ

りを増やすきっかけにしてもらえるように、

現在周知しているということでございます。

また山口県下松市では窓口に耳マークを掲

示しまして、聞こえに不安がある人には筆

談や集音拡声器で対応してきました。しか

し筆談では手間がかかることでスムーズな

意思疎通が難しく、集音拡声器では個人情

報などのデリケートな内容が周囲に漏れる

ことが課題になっておりました。その結果

今年の２月に軟骨伝導イヤホンを導入して

おります。これは奈良県立医科大学細井学

長により発見された軟骨伝導でございます

が、この軟骨伝導は外耳周辺の軟骨を振動

させることで鼓膜に振動を伝えて音を聞く

方式でございます。軟骨伝導イヤホンは通

常のイヤホンや骨伝導と比べまして、耳穴

を塞がずに軟骨付近に軽く添えるだけで音

を拾えるため骨伝導より痛みや音漏れが少

ないといった利点がございます。この技術

は大阪・関西万博で採用されるほか、ミュ

ージック・ペンクラブ音楽賞の著作出版物

賞を受賞するなど、現在大変注目を集めて

おります。本町においてもこれまでるる説

明等質問しましたけれども、設置すべき時

期であると思いますがこの点についてお伺

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町におきましてはコロナ対策によるマ

スクの着用や飛沫防止パネルの設置により、

窓口でのお互いの声の聞きづらさを解消す

るため、令和４年度に会話アシストシステ

ム、これは双方向からの会話をアシストす

るマイクとスピーカーを設置するものでご

ざいます。システムを窓口に設置しており

ます。これは二つのマイク付きスピーカー

をマグネットでパネルに挟み込むものであ

り、音量も調整できることにより、個々に

合った対応が可能となり、聞こえづらさが

なくなり、パネルがない場合の聞こえ方と

ほぼ変わらない状況となります。また窓口

担当課では高齢者の方々に対してゆっくり

と丁寧に説明を行い、場合によっては筆談

等で高齢者の方などが御理解されるのを確

認しながら御案内をしている状況でござい

ます。個人情報の取扱いにつきましては周

囲の状況を確認しながら説明を行ったり、

相談内容によりましては別室で対応するな

ど、来庁舎の個人情報保護に配慮した対応

を行っております。今後、軟骨伝導イヤホ

ンにつきましては、高齢者の方々が安心し

て窓口に来庁できる取組の一つとして導入

市町村の状況も踏まえ注視していきたいと

考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  今の答弁、今年３月定例会議一般質問答

弁と同じ答弁でございますね。残念なこと

です。先ほどの山口県下松市の実例でもご

ざいますように、これまで筆談や集音拡声

器で対応してきましたが、筆談では手間が

かかることでスムーズな意思疎通が難しく、

集音拡声器では個人情報などのデリケート

な内容が周囲に漏れ聞こえることが課題に

なっていたことから、ここでは軟骨伝導イ

ヤホンの導入に踏み切ったわけでございま

す。本町においても、先ほどお話ございま

したが、筆談等で高齢者の方等が御理解さ

れるのは確認しながら案内したり、個人情

報の取扱いについては周囲の状況を確認し

ながら説明を行ったり、相談内容によって

は別室で対応するなど来庁者の個人情報保
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護に配慮した対応を行うという答弁をいた

だきましたが、これではやっぱり時間かか

りますよね。また職員には大変負担がかか

ると思います。タイミング的に別室なんか

でするといったって本当に個別が空いてる

かどうかわかりません。やっぱり大事なこ

とは、耳が聞こえにくい人や日常生活での

聞こえに不安を感じている方が窓口の椅子

に座ってすぐに相談ができる体制をつくる

ことが住民サービスであると私は考えてお

ります。この軟骨伝導イヤホンは１台約３

万円ほどでございます。まずは役場本庁と

吉川支所に１台ずつ設置してはどうかと考

えますが御見解を伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  軟骨伝導イヤホンの窓口での使用をする

ことにつきましては、来庁者の窓口での相

談内容によっては個人的な内容もございま

すので非常に有効であると思いますが、現

在設置しておりますシステムはコロナ禍に

おいて補助金を活用して設置したものでご

ざいます。また、多くの自治体や福祉施設、

医療機関でも導入されており、本町におき

ましても現在支障なく窓口対応できている

ことから、今後新たに窓口での設置や更新

の時期などには他団体の利用状況も踏まえ

ながら検討していきたいと、このように考

えております。 

○議長（永並 啓君） 

  検討ばかりですけど、更新の時期ってい

つですか。 

○総務部長（入江太志君） 

  更新の時期、このシステムというのはま

だ導入して２年もたっていない状況でござ

いますので、まだ十分使用にはできるよう

な状況でございます。それが例えば老朽化

あるいは機能の低下等々がございましたら

更新するタイミングと思っておりますので

そのようなときには他の団体の利用状況も

踏まえながら購入方法の選択肢の一つとし

て考えていければなと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  コロナのお金で令和４年度にこういう設

備を設置したというお話はよくわかります。

いえばお試しで支所に１台、本庁に１台設

置できませんか。お金の問題じゃないかも

しれませんけれども、住民の方が本当に楽

に聞こえるということを優先的に考えれば

お試しでもいいんじゃないですか。支所に

１台、本庁役場に１台、それもできないん

ですか。町長聞きましょうか。町長、これ

１台３万円で２台で６万円ですわ。お試し

として置けないんですかね。私はすごく、

コロナ金で使ったのはわかります、それは。

それはわかります。それをどうこうじゃな

くて、お試しで１台設置すると、両方でね。

それって別に政府に対してどうのこうの心

配かかるもんじゃないと思いますけども、

町長答弁もしできるんであればお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、議員のほうからも御提案いただきま

した、その御提案を私なりに前向きにちょ

っと検討させていただけたらと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 
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  ありがとうございました。 

  それでは通告書３点目の地域医療連携に

ついて質問いたします。 

  御存じのとおり、地域医療連携とは、地

域の中で個々に役割、機能を持った医療機

関が連携することで、患者さんが急性期か

ら回復期を経て自宅に帰るまで切れ目のな

い医療を受けることができるネットワーク

をいいます。病院、地域の診療所、かかり

つけ医等、また、そして在宅支援診療所等

が連携することで、患者さんは病院での治

療からの回復とともに地域の診療所、かか

りつけ医等での治療へと変わり在宅での療

養が継続できます。住み慣れた地域でその

人らしい暮らしを、お子さんにおいては家

族から離れず治療を継続して成長していく

ことが可能になります。本町においても日

常的な治療、健康管理を考えてくださる地

域の身近で気軽に相談できるお医者さん、

それがかかりつけ医でございます。かかり

つけ医を持つメリットといたしましては、

病気になったとき真っ先に相談できる。日

頃の健康状態を知ってもらうことで病気の

予防、早期発見、早期治療に結び付く。症

状に応じて適切な医療を紹介してもらえる。

大病院に比べ待ち時間が短いなどでござい

ます。町民の皆様が安心して暮らすために

は、このネットワークが盤石でなければな

りません。そこで本町の現状と課題につい

て伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 

  それではお答えさせていただきます。 

  本町におきましては65歳から74歳までの

いわゆる前期高齢者の数は減少傾向となっ

てございます。しかしながら75歳以上の後

期高齢者につきましては６年後の令和12年

度までは増加傾向が予測されておりまして、

約6,000人近くでピークを迎える予測をして

ございます。当然高齢化に伴うことで、医

療や介護にかかるリスクも上昇すると考え

られまして、先ほど御指摘の地域での医療

連携につきましては非常に重要なものであ

ると考えてございます。令和６年３月に大

阪府にて策定されました第８次大阪府医療

計画の中でも、今後高齢化が進むと医療と

介護を必要とする方がますます増えること

が予測され、医療機能の分化、連携や在宅

医療の充実等をさらに推進するため、府は

高度急性期、急性期、回復期、慢性期の病

床機能について必要となる施策を示し、そ

の中での課題といたしまして、回復期病床

の不足や将来的な疾病構造の変化に対応し

た病院の役割分担について検討が必要であ

るとされてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  現状と課題について先ほど答弁いただき

ました。それでは課題についてどのように

対策を講じていくのか。その課題の対策に

ついてどのように考えておられるのか伺い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  本町といたしましては高度急性期から慢

性期の病床の経過につきましては、先ほど

申し上げました大阪府と関わりを持ちなが

ら、今後も注視していく必要がございます

が、その各種機能を持った病院と連携を行
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っていく。町内での在宅医療の提供量の確

保や介護等の連携が課題となっていくと思

っております。今後も大阪府池田保健所に

て管内の医療機関、医師会、我々行政によ

り開催されます病院地域連携担当者会議に

参加をし、情報共有や課題整理を行いなが

ら、町内では地域包括支援センターを中心

に地域での医療と介護の連携について進化

を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  るる現状と課題のお話を聞かせていただ

きました。 

  次に、今後も本町につきましては高齢化

が進んでまいりますので、今後の高齢化が

進む本町においてこの我が豊能町の目指す

方向性、この辺について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  今後も高齢化の進行に伴いまして、先ほ

ど申し上げましたとおり、さらなる在宅医

療の必要量の増加が見込まれます。そのた

め、在宅医療・介護連携を推進し、在宅医

療及び介護が円滑に提供される仕組みの構

築に向けて取り組んでまいりますが、住民

の皆様にはできるだけ普段から地域でのか

かりつけの先生を持っていただくことで、

普段の状況をお互いに確認することにより、

疾病の種類や症状の重篤さにより、地域支

援病院として各機能を持った病院へスムー

ズにつなげることが可能となります。また

仮に緊急で入院治療になった場合でも、今

度は逆にかかりつけ医を持つことで、在宅

での生活が医師相互の連携で円滑となり、

さらにかかりつけ医と介護事業所との連携

により、介護サービスについても円滑なサ

ービス提供にもつながってまいります。普

段病気にかかっていなくても、町で実施し

ております特定健康診査や各種検診、予防

接種等々の機会を利用していただいて、地

域の医療機関とつながっていただくことも

大切と考えてございます。このことを進め

ながら、地域でのかかりつけ医となる在宅

医療の確保についても本町独自での取組に

は困難があることから、近隣市町等との広

域での取組に向け、三師会や保健所等との

多職種連携による協議を行いながら、在宅

医療と介護の一体的な提供に向けた体制づ

くりを重点的に進めてまいります。 

  また、令和４年度から実施しております

日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が

一体的に又は密接に連携しながら、定期巡

回と随時対応を行います定期巡回随時対応

型訪問介護看護のような一体的なサービス

のニーズも増えてくることが今後も予想さ

れるため、その動向にも注視してまいりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  かかりつけ医の重要性は我々は特に感じ

ておるんですけれども、町内のかかりつけ

医につきまして最近では森井整形も廃院さ

れまして、住民の皆様の不安とか要望が高

まっております。今後もこのようなケース

が出てくるかもしれません。住民の皆様が

安心して暮らすためにも、地域医療連携強

化を進めていただくことを切望いたしまし

て次の質問に移らせていただきます。 

  続きまして通告書４点目の前立腺がんの

早期発見に役立つＰＳＡ検査、血液検査費
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用の助成について質問いたします。これも

令和５年６月、令和５年12月、そして今議

会で３回目の質問となります。 

  毎年９月は日本対がん協会が定めたがん

征圧月間でございます。がんは日本人の死

因の第１位を占め、生涯で２人に１人がか

かる国民病とも言われております。国立が

ん研究センターから発表された2023年がん

統計予測では、男性では前立腺がんの罹患

数が大腸がんを抜いてトップでございまし

た。その罹患数は近年確実に増えておりま

して、過去10年で約3.4倍に増加しておりま

す。また死亡者数予測については、男性で

は肺、大腸、胃、膵臓、肝臓について６倍

になっております。しかしＰＳＡ検査、血

液検査を受けることで早期発見ができまし

て早期診断へとつなげ、そして早期治療に

より完治が十分可能ながんであると言われ

ております。一方、日本では1990年代以降、

罹患者数、死亡者数が増加しておりまして、

その原因の一つにＰＳＡ検診率がまだまだ

低いことが挙げられまして、がんが見つか

ったときには既に転移している方もいると

聞いております。また前立腺がんの危険因

子の一つは年齢と言われております。50歳

を過ぎると罹患率が急激に増加しまして、

50歳を過ぎたら、１年に１度ＰＳＡ検査を

受けることを推奨され、定期的に受けるこ

とを勧められております。そして前立腺が

んは自覚症状がほとんどないために発見が

遅れることが多いと言われまして、自覚症

状が出てから泌尿器科外来を受診し、発見

される前立腺がんの約40％はほかの臓器に

転移しており、一方、ＰＳＡ検査などの検

診で発見された前立腺がんの約60％は早期

のがんであったという経験、研究結果もご

ざいます。男性特有の前立腺がんの早期発

見、早期診断、早期治療、そして完治へと

つなげるためにも特定健康診査の基本項目

にＰＳＡ検査、血液検査を導入すべきであ

ると考えますが御見解を伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  前立腺がんは、先ほど議員が御紹介のと

おり、男性のがんのうちで罹患者数が最も

多く、2020年の統計によりますと、その割

合が16.4％と高くなってございます。多く

の場合、比較的ゆっくり進行し早期に発見

して適切に治療を行えば治癒が望め、生存

率の比較的高いがんでございます。議員御

指摘のとおり、早期発見、早期診療につな

がるＰＳＡ検査の導入につきましては非常

に有効であると考えてございます。若干近

隣の状況を確認させていただきましたとこ

ろ、自己負担額や対象者年齢等のばらつき

が見られるようです。今後も注視してまい

りますが、財政面の課題もあるため現時点

では引き続き今後の課題とさせていただき

たいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  ＰＳＡ検査、現状特定健康診査の基本項

目に入っておりませんので、される方はオ

プションで1,000円の血液検査になっており

ますが、この半額でも助成してもどうかな

という気が財政面がございますけれども、

半額の500円の助成ということで考えたらど

うかなと思うんですけどもこの点について

町長の御見解をお伺いしたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 
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○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほど部長が申しましたように、近隣市

町の実施状況については承知をしていると

ころでございます。財政面のこともござい

ますが、これにつきましては前向きに検討

させていただきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  時間もございませんので次に通告書５点

目の帯状疱疹ワクチン公費助成の定期接種

化について質問いたします。 

  帯状疱疹は50代から発症率が高まり、80

歳までに約３人に１人かかると言われてお

ります。この間、国のほうではいろいろと

検討がなされてきております。その結果

2024年６月20日に開かれた厚労省の専門家

委員会の議論の中で、高齢者を対象にした

帯状疱疹ワクチンを公費で接種費用を負担

する定期接種に含めるという方針が決定さ

れました。現状日本では使用されている帯

状疱疹ワクチンは１回だけ接種すれば生ワ

クチンと２回接種する必要がある不活化ワ

クチンがございます。ワクチン接種から１

年後の発症予防率は４割から９割で、神経

痛などの合併症による重症化も防ぐ効果が

確認されております。任意接種として扱わ

れる現在の接種費用は、生ワクチンで約１

万円、不活化ワクチンになると合わせて約

４万4,000円かかります。これが定期接種に

なるとこうした費用の一部もしくは全額が

公費で賄われることになります。厚労省の

専門家会議で定期接種化に向けた検討が進

めてきましたけれども、20日に開かれた会

合では、国立感染症研究所のワクチンの分

析結果として、二つのワクチンについての

有効性や安全性が確認されております。さ

らに費用対効果についても有意義である点

が認められまして定期接種に含める方針が

了承されたとのことです。接種の対象年齢

や定期接種を始める時期などの詳細につい

ては現時点では決まっておらず、今後の議

論を踏まえて正式に決定される見込みでご

ざいます。これまで我々公明党の国会議員

につきましては、国に対して国が帯状疱疹

ワクチンを定期接種化するようにと強く求

めてまいりました。私は帯状疱疹ワクチン

の公費助成について町民の皆様から多くの

相談を寄せられたこともあって、令和４年

３月、12月、令和５年９月、12月、そして

今議会で５回目の質問をさせていただいて

いるところでございます。帯状疱疹を引き

起こすウイルスは水ぼうそうの原因となる

ウイルスと同じでございます。普段は免疫

より抑えられているため症状は現れません

が、加齢や疲れなどで免疫が弱まるとウイ

ルスが再び活動し、帯状疱疹を発症いたし

ます。ワクチン接種により発症の予防や発

症した場合の症状を軽くする効果が期待で

きます。予防ワクチンは現在定期接種では

なく任意接種のため、費用は全額自己負担

で非常に高額な費用がかかります。定期接

種化の実施に当たっては、ワクチンの安全

性有効性を見極める必要があることや、多

額の予算を要することなど課題もあるとさ

れてきましたが、今回ようやく一歩前進道

筋が見え始めたところでございます。本町

においては現在、接種費用の助成は行われ

ていません。接種費用を公費で支援する定

期接種化となれば接種費用の助成が行われ

接種に向けた環境が大きく前進することに

なります。そこでこの本町の方針考え方に

ついて伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  先ほど議員、るる御説明いただきました

が、帯状疱疹につきましては、いわゆる水

ぼうそうに感染した方が生涯にわたって潜

伏感染しているウイルスが免疫力の低下に

よりまして再活性化することで起きる病態

で、それは加齢によるリスクが一つとされ

まして、50歳代以降で罹患率が高まり、70

歳代でピークを迎えるというふうに言われ

てございます。重症化により死に至ること

まではまれであるとされてございますけれ

ども代表的な合併症である帯状疱疹後の神

経痛や視力障害や重篤な合併症を引き起こ

す場合もあり、現在国におきまして、先ほ

ども御説明がございました予防接種の定期

接種化について議論がされているところで

ございます。その内容につきましては、予

防接種の目的を重症化予防することや対象

年齢を65歳とすること、使用するワクチン

の種類など具体的な議論が行われておりま

すが、定期化の時期等につきましては、今

のところ私どものほうには情報が入ってき

てございません。また、これまでにも御質

問いただいております接種費用の助成制度

についてでございますけれども、今年の５

月現在大阪府内で実施しているところはご

ざいません。しかしながら近畿圏内で見て

みますと今年度から実施しているところも

見られることから、この定期接種化と見ま

して引き続き国の情報も動向も合わせまし

て注視していきたいと考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  国のほうもおそらく来年の早い時期にな

るんかなという勝手に予測しておりますけ

れども、そうなれば定期接種化ということ

になりますので、ある程度町のほうも補助

ということになるかなという感じはするん

ですが、その辺のところもしっかりと情報

を、町のほうもしっかりと府との連携を取

って、我々も国会議員との連携を取って情

報は流すようにしますけれども、その点に

ついて前向きな検討をよろしくお願いいた

します。 

  それでは最後の質問になりますけれども

今回また新しい質問をさせていただきます。

通告書６点目の、認知症の人に寄り添う技

術、ユマニチュードの推進について質問い

たします。 

  ユマニチュード、なかなか言いにくい言

葉ですけれども、これはフランス発祥の認

知症のケア技術でございます。ケア技法で

す。ここで日本ユマニチュード学会本田美

和子代表理事の講演要旨を少し御紹介させ

ていただきます。ユマニチュードは相手に

あなたを大事に思っていることを見る、話

す、触れる、立つの四つの柱で、相手が理

解できるように届けるケア技法でございま

す。介護の現場では一生懸命にケアをして

も相手から拒否されたり暴言を受けたりす

ることがあります。実際、看護師による口

腔ケアを嫌がり声を荒げていた90代の男性

が、翌日ユマニチュードの提唱者の一人イ

ヴ・ジネスト氏が訪れユマニチュードを実

践したところ、その男性は抵抗せず、口を

大きく開け数年ぶりに笑顔を見せてくれま

したと。これを実践するのに必要な時間は

たった数秒でしたと。その感情を大切に思

う気持ちは、毎日のケアをしている看護師

の方がずっとあるはずですと。ところが大

切に思っている感情を胸に秘めているだけ

では、相手には通じません。相手が理解で

きるように表現する技術がユマニチュード

で、これを身につけることによって先ほど

紹介いたしました変化を生むことができる
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のです。国内の研究結果では、認知症の方

の行動や心理症状が15％ほど改善されまし

て、ケアする側の負担感も20％軽減したと

の有効性が確認されております。また、ユ

マニチュードに先駆的に取り組んでいるフ

ランスの一部施設では、離職したり欠勤し

たりする職員が半減したほか、鎮痛剤とい

った向精神薬の使用量を９割近く減らした

という報告もございます。ユマニチュード

の導入によりまして、認知症の方の心理症

状が改善して薬剤でのコントロールが不要

になり、使用量の減少につながったと考え

られます。つまりこの技法を学んだ介護者

が認知症を改善する薬になれることを示し

ていますという講演でございました。認知

症の人に寄り添うケア技術であり、また介

護者の負担軽減に効果があるということで

ございました。本町には特養である祥雲館

とかのせの里がございますが、この二つの

ところでこのユマニチュードというこの技

法に取り組んでおられるかどうか、この点

について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  町内には御紹介のいただきました特別養

護老人ホーム２か所ございます。そこの施

設につきましては、今、議員がおっしゃっ

た手法については使っておらないとお聞き

しております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  このユマニチュードを実際に導入してい

る事例ですが、福岡市2016年度に家族介護

者や病院、介護施設の職員を対象としたユ

マニチュードの実証試験を実施しておりま

す。その結果、暴言や徘徊などの症状が軽

減し、介護者の負担感も低下するといった

効果が見られたことから、18年度には町ぐ

るみの認知症対策としてこの技法を導入し、

ユマニチュードの市民講座などを本格的に

行いましたと。対象は介護者や小・中学校

の児童生徒のほか、市職員や救急隊員など

多岐にわたっております。こうした取組を

継続的に実施しようと福岡市は福祉局の中

にユマニチュード推進部という、新たにそ

ういう部署を設置しております。ケア相手

と良好な関係を築き、介護者の負担軽減に

つながるユマニチュード、本町においても

町ぐるみの認知症対策としてユマニチュー

ドの町民講座を開催してはどうかと考えま

すが御見解を伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  高齢化の進展に伴いまして、認知症高齢

者の増加やその対応につきましては、本町

におきましても重点的に取り組む課題の一

つでございます。認知症になりますと、そ

れまで問題なくできていた意思疎通が難し

くなったり、いつもと違う行動が見られた

りすることで、その本人も御家族も多くの

方が何もできなくなっているのではないか

というような不安を感じてしまうようでご

ざいます。しかしながら実際のところは認

知症についての理解を深めたり接し方を工

夫したりすることで不安が軽減され、状況

が改善するということがわかっており、コ

ミュニケーション法についても様々な手法

が実践されてございます。先ほど御紹介い

ただきました日本ユマニチュード学会によ

りますと、ユマニチュードとは人間らしく

あるということを意味するフランス語の造
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語ということでございます。あなたを大切

に思っているということを伝えることを、

技術だけではなく、なぜそれを行うのかと

いう考え方を理解して実践することが重要

であるというとのことで、人が生きていく

上での尊厳を大切にした有意義な手法であ

ると思います。一方で本町におきましては

長年取り組んでまいりました認知症サポー

ター養成講座やその活動支援がコロナ禍に

おきまして一部中断してございまして、再

開に向けての検討が現在必要となってござ

います。従来の事業と今年度から実施予定

をしてございます地域既存資源を活用して

認知症高齢者本人の生きがいにつながるよ

うな支援や、専門職ならではの日常生活上

の工夫等の助言また効果的な介護方法や介

護に対する不安の解消など、家族の精神

的・身体的負担軽減に資する助言等を継続

的に行います認知症伴走型支援事業や御紹

介いただきました様々な新しい手法も含め

て検討し、認知症の人や家族に優しい地域

づくりに取り組んでまいりたいと思ってご

ざいます。先ほど一問目御質問いただきま

したが、両施設につきましても議員が紹介

していただいた技法ではなくて違う技法を

使っていただいていることもお聞きしてお

ります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  このユマニチュード、私も文章だけで知

ったわけではございますので来年度の福祉

教育常任委員会所管調査の中でここを訪問

したいなという勝手な思いですけれども、

常任委員会の方と相談させていただいて、

ぜひとも福岡市、ここへ行きまして視察を

したいと考えております。 

  これをもって永谷幸弘の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、永谷幸弘議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は11時25分といたします。 

（午前11時16分 休憩） 

（午前11時25分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ただいま議長から御指名をいただきまし

た中川でございます。この９月の定例会議

の一般質問におきましては、学校の跡地の

利用や、また空き家対策などについて質問

を取り上げてございます。どうかよろしく

お願いを申し上げます。 

  それでは通告書ナンバー１の指定避難所

についての項目に関する質問でございます。 

  本年５月に総合防災マップが新しくでき

て配布されております。これでございます

ね。この防災マップの中の13ページに当た

るところですけども、ここに豊能町として

の指定避難所の一覧が載ってございます。

過去に出された防災マップも、これ池田町

長時代のもんですけど、これでも同じよう

に指定避難所の場所というのは同じ内容に

なってございましたことをまず初めに申し

上げます。この中で今日ちょっと取り上げ

てみたいのが、この防災マップに記載され

ている西地域のこの指定避難所についてな

んですけども、まずこの防災マップに書か

れてある西地域のいわゆる指定避難所につ

きましては、吉川小学校の体育館、そして

吉川中学校の体育館、さらに光風台小学校

の体育館と、この三つがこの指定避難所と
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いうことで載ってございました。そのよう

な状況の中で先月かな、先々月、７月頃だ

ったかと思いますが、豊能町のホームペー

ジ上に指定避難所の変更という、そのよう

な通知がホームページに掲載をされたこと

がございました。この変更につきましては、

この指定避難所になっている吉川中学校、

吉川中学校が指定避難所になっているけど

も、吉川中学校が改修工事に今後入るとい

うふうなために指定避難所になっている中

学校の体育館を指定から外して、東ときわ

台小学校の体育館を指定避難所にする、そ

のような変更内容、これがホームページ上

に掲載されてございました。じゃあいつま

でやという期限が書いてありまして、令和

８年の３月31日まで、すなわち西地域の義

務教育学校ができるまでの間、急遽東とき

わ台小学校の体育館を指定避難所にします

みたいな、そのようなことなのかなと思っ

ておりますけども、そうなれば令和８年４

月以降の指定避難所はどこになるのかちょ

っと改めて確認だけさせていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  吉川中学校の体育館は指定避難所等に指

定しておりますが、このたびの吉川中学校

の改修工事により、工事期間中は避難所と

しての使用をすることができないため、今

年の７月１日から令和８年の３月31日まで

の間、東ときわ台小学校体育館を避難所に

追加指定して運用してございます。令和８

年４月以降につきましては、現状では吉川

中学校の体育館、義務教育学校の開校予定

でございますが、そこの同じ体育館ですね。

その体育館に戻すということを現在想定し

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ということは今の御答弁、説明でいきま

すと、令和８年４月以降は再びこのマップ

に書いてある状態に戻り、すなわち東とき

わ台小学校の体育館は外れるというふうに

考えておいたらいいんですかね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今議員がおっしゃるとおりそのように考

えております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  今お伺いした、そのような内容をもとに

次の２点目の項目に質問を移らせていただ

きます。 

  ８月の９日だったかと思いますが、開催

をされましたこの西地域における学校施設

等跡地利活用検討委員会、こういったもの

がございました。これにつきましては今後、

三つの小学校、吉川小学校、東ときわ台小

学校、そして光風台小学校というこの西地

域の三つの小学校の今後の利活用について

議論を今後されていくことというふうにな

ってございますが、この学校の跡地利用と

いうか、そういった中に防災の観点での利

活用というのもどうもあるようではござい

ますが、この令和８年４月以降の指定避難

所が、今、東ときわ台小学校が入ってます

けども、東ときわ台小学校は外れて吉川中

学校になったとしても、この東ときわ台小

学校そのものを防災の観点、そういった観
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点でいわゆる利活用するというふうなこと

は可能なのかどうか、その辺りちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今年の８月９日に第１回の豊能町学校跡

地等利活用検討委員会を開催いたしました。

今後、吉川小学校、東ときわ台小学校、光

風台小学校の三つの小学校の跡地の利活用

について検討を進めてまいります。現在、

吉川中学校の改修をしている関係で７月か

ら一時的に指定避難所を吉川中学校から東

ときわ台小学校に変更している状況でござ

いますが、その上で東ときわ台小学校の利

活用の方針につきましては今後の検討とい

うことではありますが、町としての基本的

な考え方として、公共施設再編に関する最

終報告書においても、小学校の跡地活用に

当たり考慮すべき点として、現在の機能、

これは防災あるいは地域活動ということで

ございますが、今後の在り方として挙げら

れていること、近年災害発生が多いことな

どを考えますと本町の防災計画との位置づ

けも考慮しながら防災機能としての確保も

十分考えられると認識しております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  わかりました。ということは令和８年の

４月以降、この指定避難所から東ときわ台

小学校が外れたとしても、この東ときわ台

小学校もほかの吉川小学校だとか光風台小

学校同様に防災の観点で利活用もしていけ

るというふうな認識をまたさせていただき

ましてありがとうございます。 

  次ですけども、学校の再利用といいます

か、そういったところについての今度また

話になっていきますけども、この学校跡地

の利活用の検討委員会におきましては、今

後、この間はキックオフ的なそのような会

議だったかと思いますが、今後はそれぞれ

の小学校区、いわゆる吉川小学校それから

光風台小学校そしてさらには東ときわ台小

学校という、この三つのこの地域それぞれ

ワークショップなんかを通じて学校施設の

今後の活用をそれぞれで考えていく、検討

していくというふうな流れになっていたか

と、このように思っております。この学校

施設の利活用、これにつきましては、学校

が建っているそのエリアがどういうエリア

なのかによっていろいろと利用制限という

かそういったものがあろうかと思いますが

その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。 

  それでは三つの小学校に関しまして土地

利用の点からそれぞれの小学校の用途等に

ついて御説明いたします。 

  まず東ときわ台小学校は市街化区域内で

用途は第一種低層住居専用地域ということ

で現状ですと学校以外では公共施設、病院、

それから共同住宅、県営住宅などの住居系

が可能となります。光風台小学校について

は同じく市街化区域内で用途は第一種中高

層住居専用地域ということで、さらに新光

風台のほうで、光風台山ノ手の地区計画が

定めておりまして、現状では学校、大学、

高等専門学校等の各種学校を含みますが、

プラス図書館等が今用途で定められており

まして、この用途を変えるには地区計画の

改正が必要であるというところです。それ

から吉川小学校のほうは市街化調整区域と
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いうことで、現状では学校施設以外では社

会福祉施設、医療施設、農産物の処理施設

などということでございます。令和５年３

月に策定しました都市計画マスタープラン

では、こういった市街化区域の学校跡地、

具体には東ときわ台小学校、光風台小学校、

それから市街化調整区域内の吉川小学校と

ありますが、まずはこの東ときわ台小学校、

光風台小学校については宿泊施設や商業施

設の誘致が可能となるように、それから吉

川小学校については民間の活力等の活用を

視野に入れた整備が可能となるような位置

づけで指定したところでございます。今後

この都市計画マスタープランに基づきまし

て、大阪府とも協議しながら、こういった

開発等が可能となるように規制緩和の提案

基準といったものを策定していくというこ

とで予定しております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今、坂田部長のほうから御説明いただい

て詳しく説明いただきました。そのとおり

ですけども、簡単に言いますと、三つの小

学校があるけども、それぞれがいわゆる用

途地域が内容が違っているというふうなこ

とをお伺いしました。まず大きな違いは、

吉川小学校は市街化調整区域だと。それか

ら残りの二つ光風台小学校と東ときわ台小

学校は市街化区域ではありますが、それぞ

れ第一種中高層住居専用地域であり、東と

きわ台は第一種低層という、そういう地域

になっているということで、それぞれに若

干違いがある。したがって用途可能な範囲

もそれぞれ変わってくるという、そのよう

な御説明やったかと思います。ここで申し

上げたいんですけども、先ほどの会議、今

後は各小学校区に分かれてワークショップ

等を開いて、どんなふうにしていくんやみ

たいなのを意見を出し合っていくというふ

うなことを説明を、私させていただきまし

たけれども、そういう個々の違い、そうい

ったことをしっかりとその会議に参加され

ている方に理解をしていただいた上で提案、

いろいろな、こういうことに使ったらどう

や、ああいうことに使ったらどうやという

ようなことを言うていただく必要があるん

かなと。でないとこれもやりたい、あれも

ないと、できないようなことももしかして

意見として上がっていっては私は困るんじ

ゃないかなと思いますんで、そういった意

味で、論点整理する意味において、この吉

川小学校はこういうものができるんですよ、

ほんで光風台やったらこんなんができます

よ、東ときわ台こんなんできますよってそ

れぞれの地域に応じてできるもの、できな

いものみたいなのをしっかりとわかってい

ただく、そういった意味でしっかりとした

その具体例ですね。吉川だったらこういう

ものを、光風台やったらこんなものみたい

な、そんなふうな具体例を数多く、参加さ

れる委員さんといいますか、方に多く提示

して、それぞれの小学校区での御議論を深

めていくことにつなげてはどうかと思うん

ですけども、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  第１回の豊能町学校等跡地利活用検討委

員会におきまして全員に配布した資料の中

で、文科省が作成しております廃校活用事

例集を参考に配布しております。ただ、こ

の中身を今もホームページ等で見てみます

と、具体的な個々の土地の用途がどこなの

かいうところまではそこには書いてないん

ですが、このような利活用ができますよと
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いうのはたくさん事例として挙がっており

ます。それで議員の御指摘の用途に応じた

というんですか、そういうようなところも

踏まえながら、活用事例等の活用策を検討

してはどうかというようなお話やったと思

うんですけど、議論の進め方はいろいろな

やり方があるとは思うんですけど、あまり

に最初に規制、規制ということを言います

と、なかなか案が出てこないというような

こともほかの運営でも聞いておるところで

ございます。なので、例えば一つの案とし

て規制に関わらずいろいろなこの地域に応

じた何て言うんですかこういうものがいい

んじゃないかというのを、その規制はちょ

っと横に置いといて議論していただくいう

のも一つのやり方かなという思いもござい

ますので、その辺りの進め方はちょっとま

だ現在詳細に詰めておりませんので、なる

べく議論が活性化しやすいように、議論が

盛り上がるようにはしていきたいと思って

おりますので、それについてはちょっと進

め方についてはこれからちょっと検討して

いきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  あと、三つの小学校同時に何に使ってい

くかというふうな検討に入るわけでござい

ますので、吉川小学校は別にして光風台小

学校と東ときわ台小学校やはり同じような

住宅地にあるというふうなことで、場合に

よっては同じような活用の仕方の意見が出

てくるようなことも場合によってはあるん

やけども、その辺りの調整いうか、そうい

ったところも当然やっていかれることにな

るんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今、御指摘の、同じような施設が例えば

類似してあるとかいうのも場合によっては

出てくる可能性はゼロではないとは思いま

すが、町としても町のまちづくりの視点で

あるとか、本町の課題に応じた活用である

とか、行政側から見たらいろいろな視点が

あると思うんですが、まずはその跡地を切

らさないというんですか、すぐ用途として

はつなげていきたいと思っております。た

だやっぱり地域性もございますので、地域

のニーズと本町狙いと合えば、場合によっ

ては同じような施設も可能性の一つとして

はあるんですけど、そこは総合的に見てど

うなのかいうところは、案が出そろってみ

ないとわからないところではあるんですけ

ど、そういうことを踏まえて本町としての

意見を言う場があるんでしたらそういう形

で述べながら意見をまた集約できていけた

らと、このように思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  しっかりと三つの小学校、どんな形に使

っていけるのかわかりませんけどもいい形

で跡地利用、活用、決めていっていただき

たく、よろしくお願いをいたします。 

  そうしましたら次の項目、通告書の３番

目ですかね。戸建て住宅ニーズバンクの創

設という、そのような項目に移らせていた

だきます。 

  昨年の６月になりますけども、一般質問

におきまして、これは北陸の小松市で実施

されております空き家のさかさまバンクと

いうふうなことを質問をさせていただいた

わけでございますけれども、このさかさま

バンクというのが、そもそもが、通常の空

き家バンクというのは家を売りたいそして
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家を貸したいという人だけの情報というの

が一般的なこの空き家バンクの意味合いで

ありますけども、小松市におきましてはさ

かさまやね。だから家を売りたい、貸した

いじゃなくて家が欲しい、家を買いたい、

家を貸してほしい、そういう逆方向のニー

ズ、そういったものをしっかりと取り上げ

ていった地域、これ小松市でございますけ

ども、この小松市と同じような取組が実は

九州福岡、糸島市でも行われておりまして、

この糸島市におきましてはこの名前が、名

称が戸建て住宅ニーズバンクというふうな

ものを運営しているそうでございます。先

ほどの小松市同様に、住宅のニーズ、こう

いったものを、要は市内の戸建て住宅を探

している人が希望するエリア、この地域の

この辺りでどんな間取りでどんな、1,000万

円かな、900万円かなみたいな、そんなふう

な形で自分の希望する価格、そういったよ

うな条件をホームページ上に掲載をして広

く多くの人にそれを伝えていくことで、こ

の住宅を所有している人とマッチングをさ

せていくという仕組みです。これ小松市と

同様なんですけども、豊能町におきまして

も先ほど来からこの空き家関係の質問がご

ざいますが、たくさんのこの空き家がある

と。しかし空き家がなかなか流通していな

いという、そういう課題があるというよう

なことで、こういった取組、この小松市や

また糸島市のこのような取組、豊能町でも

ぜひとも参考にしてみたらと思いますが、

どうでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  石川県小松市のさかさまバンクの取組に

つきましては、令和５年６月、中川議員の

ほうから一般質問で空き家バンクの制度と

は逆で空き家をお探しの方の希望物件情報

を希望者情報として公開して希望者と空き

家をマッチングさせる取組を豊能町でも導

入してはどうかとの提案をいただきました。

また今回、福岡県糸島市の戸建て住宅ニー

ズバンクの取組の提案をいただいておりま

すが、糸島市内の戸建て住宅を探している

人が希望するエリアや間取り、価格帯など

の条件を市のホームページを通じて発信す

ることで戸建て住宅を所有している人とマ

ッチングさせる取組であると認識しており

ます。本町ではＮＰＯ法人豊能町ふるさと

おこし協議会と連携協定を締結して、移住

や空き家に係る総合的な相談や空き家バン

クの運営、セミナー等の実施等を行う総合

窓口を設置し希望者の情報管理を行ってい

るところでございます。現在の登録の状況

でございますが、土地建物の売却、賃貸の

希望者の登録のほかに、豊能町の空き家を

買いたい、借りたいの利用登録を行ってお

ります。空き家バンクのそのような、先ほ

どの質問でございましたが現在66件ほどい

ただいているところでございます。今後、

小松市と糸島市での取組の実績も注視しつ

つ、本町の利用登録のニーズを適正に把握

し、制度の導入に向けて参考にしてまいり

たいと考えております。また昨年度から実

施しております、これも先ほどから申し上

げておりますが、家財道具の処分の補助や、

９月から実施しております空き家のリフォ

ームの支援事業、移住就職応援事業などの

補助金制度についても広く広報を行い、空

き家対策、移住対策を行ってまいりたいと

考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  要は希望、家を買いたい、借りたいとい
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うそういうふうなニーズいうか、そういう

情報も仕入れている、入手しているという、

そのような御答弁だったかと思いますが、

確認ですけども、そのニーズ、その情報と

いうのはどこが入手してるんやいうたら、

ＮＰＯ法人、空き家バンクを運営している

ＮＰＯ法人ということでよかったんですか

ね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町では空き家バンクの運営等をＮＰＯ

法人豊能町ふるさとおこし協議会と連携協

定を結んでやっておりますので、先ほどか

ら申し上げております利用登録の申込みは

そこを通じて行っておりますので、そこに

利用の規模の内容を、そんなに詳細にはち

ょっと聞けてはないんですが、希望する地

区でありますとか、賃貸なのか購入なのか

ということでありますとか、あるいはどの

ような目的で利用登録をされるのか。例え

ば農業、経済、教育、文化、芸術活動等を

行うことにより地域の活性化に寄与する区

分、そういう希望されているのかとか、あ

るいは本町の自然環境、生活文化等に対す

る理解を深め地域活動への積極的な参加を

行うことで地域住民と協調して生活をしよ

うとする方でありますとか、そのようなと

ころを選択する欄を設けておりますので、

これは承諾を得ないと多分ホームページ等

は掲載できないと思っておりますが、今そ

こまでの手続は踏めてない状況です。なの

でここのＮＰＯ法人ともその辺りの情報、

ちょっと意見も聞きながら、そういう具体

的にそれが効果が期待できるのであれば、

この小松市とか糸島市の参考もしながら、

そのようなことも取り組めないかというこ

とは一応その意見を聞きながら参考にして

調査していきたいというようなことを考え

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  入手していただいているのはＮＰＯ法人

ということなんですけども、そういうふう

な家が欲しいわとか、家が豊能町で借りた

いわというふうな人の声を集めるというふ

うな、そういうふうなことはホームページ

等でも公開されていなかったのかなと思う

んですけども、そうなのに、このＮＰＯ法

人にそういうふうな声が入っているという

のはどういった意味でしょうかね。例えば

今、載ってる、空き家バンクに載ってる数

がこの三つしかないわと、もっとええもん

ないんかみたいな、そういうふうな声があ

ったときに、いやこんなんが欲しい、あん

なんが欲しいみたいな意見が出てきたのか、

その辺りちょっとお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  この利用登録は、空き家バンクですか、

売却したい方あるいは貸したい方の登録と

併せてホームページで利用する、希望する

方も募集といいますか掲載しておりますの

で、そこで申し込まれた方が66件、それは

あると。ホームページ上では売りたい方、

貸したい方をホームページ上で物件を掲載

しておりますけど、議員御指摘のように借

りたい方の情報は掲載しておらない状況な

ので、利用登録は空き家バンクのほうで把

握は、この協議会のＮＰＯ法人のほうで把

握はしておりますが、そこに問合せがあれ

ばそういう、ここの多分ホームページ上げ
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切れてないような物件も希望としてあると

思いますので、その辺りも含めて仲介をさ

れているというところはあると思いますの

で、そこのホームページ等で利用の登録を

促しているということはしておる状況でご

ざいます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  次にお伺いしますけども、集めた、家を

買いたいとか家を借りたいというその情報、

66件とおっしゃってましたけども、そうい

った入手した情報はどのような方にその情

報が展開をされてるんでしょうか。ホーム

ページ上には出てないんですけども、どの

ような方にその情報は、要はこんな家が欲

しい、何百万円ぐらいで、みたいなそうい

う情報や思います。そういったものがどう

いった方にその情報が伝えられてるんでし

ょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今、利用登録があった方の情報の活用の

話だと認識しておりますけど、空き家バン

クの登録のところに相談がもしあればそこ

とはマッチング、掲載しておる物件と、そ

れはできると思うんですね。ただ、あとこ

こは住宅事業者とも連携を図っております

ので、そこはちょっとまだ、その詳細な連

携方法は確認できてないんですけど、これ

でしたら例えば不動産の事業者のほうで、

例えばそれの売却とか賃貸とかの情報があ

るんでしたらつなげて、連携していただい

ている可能性もあるのかなと思ってるんで

すけど、詳しくその連携のやり取りをして

るかいうのは確認はできてないんですけど、

連携はしておりますので、そのようなこと

も踏まえて、例えばそれで不動産会社のほ

うにそういう情報を提供して、またそこか

らまた売却なり賃貸なりそういうつなげて

いる事例も、これはちょっと確認できてな

いんですけど、あるのかなとそういう認識

しています。 

○議長（永並 啓君） 

  暫時休憩します。多分つながってません。

そこら辺はちゃんとしっかり確認してくだ

さい。不動産会社と空き家バンクはほぼつ

ながりないと思いますよ。そこら辺はちょ

っと一旦休憩して担当の方に確認をとって、

今の空き家バンクの状況等を確認してくだ

さい。 

（午前11時57分 休憩） 

（午前11時58分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  このＮＰＯ法人ふるさとおこし協議会と

不動産業者との連携という話、先ほどさせ

ていただきましたが、今ちょっと担当に確

認しますと連携までは今のところ取れてい

ない。なので利用登録は空き家バンクとか

の、それはＮＰＯ法人に登録された方との

間でのマッチングに、今そういう形の提供

はしてますけど不動産業者とそういう情報

を共有してつなぐことはしておりません。

それについては今後の課題とありますけど、

両方登録されている方もいらっしゃいます

ので、不動産のほうにも登録をして、かつ

こちらにも登録をされている。なので、不

動産業者のほうで物件が動けばこちらが取

消しをされると、そういうことは実際、二

つ登録されていると、そういうことはござ
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いますので、それぞれに登録されていると

いう、そういうことはありますが、連携を

取っているのは今のところはしていない。

これらについてはちょっと課題という形で

認識しております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。初めに御

答弁いただいた内容と今の御答弁いただい

た内容でいきますと、結局はこのニーズ、

家が欲しい、家を借りたいという、そのよ

うな御意見はあくまでも空き家バンクに登

録されているその物件内でのいわゆる情報

のやり取りというふうなことで、今はでき

てないけども今後は不動産会社ですか、そ

ういったところともしっかりと連携してい

ってマッチングを図っていくような、そう

いったことも今後の検討課題というふうな

ことやったかなと思います。 

  私が申し上げたいのは、それも当然大事

なんですけど、もっと大事なことがあるん

ですよ。何か言いますと、実際空き家持っ

てる方、1,000件とか900件とかいらっしゃ

るようでございますけども、何らかの事情

で空き家を手放せない、そのような方、た

くさんいらっしゃるんですよね。そういっ

た方に、この私の言うてる、家買いたいわ、

豊能町で家買いたいわ、家を借りたいわと

いうそのお声を、空き家を手放すことがで

きてない、そのような方にどんどん情報を

お伝えしていく、展開していくことが私は

重要じゃないかなと思ってるんですよ。要

は空き家を手放さない方にこのニーズの情

報、これを展開することができれば、なか

なかいろいろな事情があって確かに家は手

放せないけども、貸すことはできないけど

も、こういう情報があれば、この地域で

1,000万円で、こんな買いたいわみたいな声

があんのん、とかいうふうなんであったら、

ちょっと頑張って空き家手放してみようか

なみたいな感じで、そういうふうな心の変

化を起こしてもらえる可能性も当然ござい

ますんで、そういうふうなことになれば１

件でも２件でも３件でも４件でも、今流通

していない空き家がどんどん流通していく、

そういう可能性を秘めておりますので、そ

ういった意味でもこの空き家を所有したま

ま手放せてないような、そのような方にし

っかりとこのような、家を買いたいわ、家

を借りたいわという情報をどんどん私は提

供していくべきだと思いますが、その点い

かがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  普通の新興住宅地の空き家の物件につき

ましては、例えば不動産業者さんが基本的

にそこでも見られるケースが多いと思いま

す。流通があまりできてないのは古民家、

古民家の利用は多いと聞いておりますがな

かなか登録がない。今の小松市とか糸島市

の掲載されてる例もホームページで見させ

ていただいてるんですけど、その中にコメ

ントがあるんですね。借りたい方のコメン

ト。例えば地域の伝統文化に関心があって

地域貢献をしていきたいとか、例えばそう

いうことを書いていらっしゃる方もいらっ

しゃいます。旧村とかの古民家に入る場合、

地域の方が結構不安に思われたりっていう

ところも、本当にあの地域の活動に馴染ん

でもらえるのか、持ち主がそういうお考え

の方も、地域の交流も全くせずにポツンと

住まれているのはなかなか地域の方にとっ

ても不安があると。そういうことについて

はそういうコメントが、先ほど言った、こ
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ういう方もいらっしゃるんであればちょっ

と橋渡しお願いしたいなというところはＮ

ＰＯ法人を通じてそういうのもわたる可能

性があるので、そういう面については非常

に有効なやり方であると思っておりますが、

それも踏まえてちょっとまた勉強させてい

ただきたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  いずれにしてもそういうふうな部分につ

いては、やっぱりこの糸島市とか小松市同

様に、まず情報をオープンにしていけるか

っていう、その部分が一番大事な部分やと

思うんで、当然ながらその情報をいただい

ている方に了解も得なあかんけども、もし

可能であれば今後そういう情報を寄せてい

ただく方については、これ情報公開しても

いいですかと先にもう聞いておくとか、そ

ういうふうなことをしつつ、しっかりと豊

能町に家欲しい人、家借りたい人を募集し

てますみたいな、声を募集してますみたい

な、そんなんもしっかりと掲載していくな

り、そういうふうなことをすることでもっ

ともっと空き家の流通、そういったものを

どんどんどんどんよくしていくことができ

るん違うかなと思うんで、これからもしっ

かりと前向きに取り組んでいただきたく、

よろしくお願いを申し上げます。 

  そうしましたら次の項目に移ります。 

  次に通告書のナンバー４になりますが、

創造的活動支援制度についての項目に移ら

せていただきます。 

  長野県なんですけど、長野県におきまし

ては創造的活動支援制度、こういったもの

を設けておりまして、職員の方、業務時間

の20％を自分が所属する本業務以外の分野

で施策立案等を行える取組、そういったこ

とを長野県では行っているようでございま

す。職員の本業務の効率化そして人材育成

や能力の向上さらにはほかの部門との職員

の交流そういったことの効果が期待できる

ような感じでございます。こういった取組、

難しいかもわからんけども豊能町でも参考

にしてはどうかと思いますがいかがでしょ

うか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  長野県では、勤務時間の20％を上限とし

て職員が持つ知見や専門性、熱意を活かし

て本務以外の施策の企画立案等に係る業務

に充てることを認める制度を令和５年度よ

り導入されております。この制度の目的は、

職員が持つ知見や経験、専門性、熱意を活

かすことができる多様な機会の創出、様々

な経験を得ることによる職員の主体的なキ

ャリア形成の支援、社会情勢の変化に迅速

に対応する創造的かつ柔軟な組織体制の構

築でございます。令和４年度の施行期間中

に54人の方が制度を利用し、県の様々な業

務に補助や支援に携われているようでござ

います。本町では団体の規模、県はたくさ

ん職員がいらっしゃると思うんですが、規

模とか職員数、業務内容が異なるために一

概に比較することができませんが、本町に

おいてはどの職種、職場においても必要と

される標準的な業務について職員が講師に

なって研修を行う標準業務研修を実施する

など、職員の持つ知見を活用する取組も行

っております。まずは重点的な課題に対し

ては部署を横断したプロジェクトチームを

適宜編成したり、他部署との兼務発令を行

うなど、各職員の知見や専門性が発揮でき

る環境を構築しております。今後も定期的

な人事異動を実施し様々な職場を経験する
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ことにより、職員の人材育成を図っていき

たいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  長野県のこの制度を取り上げてみたのに

は実は背景がございまして、どんな背景や

というのを今から説明しますけども、ここ

数年間の職員の人事、人事言うても課長の

人事ですけども、私、何年間ずっと毎年こ

の４月１日頃に議会の事務局のほうから今

年１年間の各課長、部長はこういう体制で

すみたいな情報はいただくんですけども、

それをずっと何年か見てきてましたら、総

務部の総務課とか、あと建設課とか教育総

務課、生涯学習課という部門につきまして

は、何か毎年１年ごとに課長さんが替わっ

てるような、そういう人事をこの二、三年

間ずっと目にしてきてまして、あんまりに

も短期間で異動になるんやな、何か気の毒

やなと思ったりもしたんですけど、非常に

不思議な感じがいたしまして。１年で異動、

要はどっかの部署に１年間スタートして、

その１年後にはどっかのまた部署に替わる

という、そういうふうなことは、要は、全

くそこの新しく異動した先が全く初めての

ような部門であれば、当然その仕事をまず

一から覚えていかなあかん。その仕事を覚

えたなというふうな頃に、あなた次、明日

からあっちねみたいな、そんなふうな場合

も当然あり得るんかなと思ったりもします。

そういった意味で、自分が行ってきたこと

が、そういった意味で道半ばで、１年の途

中、私はこれをやりたかった、あと１年か

けてこれやりたかったいうのが例えば道半

ばでできなくなる、そういったことももし

かしたらあるのかなとか、心残りになるん

じゃないかみたいな、そういうふうなこと

がちょっと気がかりでして、少なくともや

っぱり１年といわず２年ぐらいは同じ部門

でやっぱり業務を行っていただくほうがい

いのではないかなと思いましたけども、ち

ょっと今回の質問の筋とは離れますけども、

その辺りはいかがなんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  議員がおっしゃるとおり、人事異動で例

えば１年で替わるような異動も確かにござ

います。本町は限られた職員数しか、今こ

れ長野県の話なんですけど、長野県は何千

人とか、ひょっとしたら１万人ぐらいいら

っしゃるのかもしれませんが、本町のほう

は約140人ぐらいの職員の規模でございます。

そこで一定は３年から５年とか、そういう

期間で一定の業務の知見とか積み上げて、

異動して広く人材育成をしていければいい

んですけど、基本はそのように考えておる

んですけど、なかなか諸施策を推進する上

で、あるいは年齢層の少ない多いという、

そういうところも考慮しながら人事配置を

しておりますので、どうしてもそういう１

年で交代させざるを得ないというか、そう

いう事情も当然ございます。その場合は例

えば課長補佐がしっかり業務を引き継ぐ、

課長同士の引継ぎも当然しっかりしていた

だかないといけないんですけど、例えば課

長補佐が一定の期間はフォローしたりとか、

全体丸ごと１年で異動というのは基本的に

はあんまりないとは思いますけど、そのよ

うなこともしながら業務の継続性も踏まえ

て人事異動を考えておるんですが、やむを

得ずそういう短期間での異動というのはあ

りますので、極力はそういうことは避けて

いきたいと思っておりますので、政策を進

める上でそういうこともなきにしもあらず
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です。 

  あとその職員の提案制度の話もまた大変

いい制度であると思うんですけど、やはり

20％ぐらいを業務から割くと、そこのまた

代替補充っていうんですか、そういう欠員

じゃないですけどそれを会計年度で補わな

いとなかなか業務が回らないという事情も、

うちみたいな小さい組織では発生するので

はないかということもあって、なかなかこ

の提案、いい提案ではあるんですけど、そ

のまま導入するには少し課題が多いかなと

思っておりますので、人事に関してはそう

いう、なるべくならばそういう定期、一定

の年数を経て異動させたいと思っておりま

すけど、いろいろな政策の推進もあります

のでそのような、それでもしっかり引き継

げるような体制はとっていきたいと思って

おります。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  先ほどの私のほうから申し上げた、課長

の人事が１年ごとに替わっているという、

そういったことが背景で今回のこの長野県

の取組を取り上げる背景になったわけでご

ざいますけども、いずれにしましても難し

いかもわかんないけども、職員さんの持ち

合わせている能力いいますか、そういった

ものをしっかりと最大限に発揮させてあげ

れるように、これからもどうかよろしくお

願いをしたいと思います。 

  もう時間がありませんのでこれで終わり

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は13

時といたします。 

（午後０時14分 休憩） 

（午後１時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  ９番・小寺正人でございます。 

  ８月25日日曜日、箕面市長選挙が行われ

ました。既に御存じのとおり、現職の市長

が新人の候補者に大差で敗れるという結果

がございました。北大阪急行、今の大阪メ

トロ御堂筋線を箕面萱野駅まで延伸するな

ど数々の功績、実績を引っ提げての選挙で

したが、新人候補に大敗してしまいました。

私としては何か不思議な気がしますが、住

民の市民の意思ということでもう変えよう

がないと思います。 

  2024年、これはオリンピックの年であり

ますが、同時に選挙の、世界的に見ても選

挙の年と言われてました。世界中で選挙が

行われてどういうことが起こってるかとい

うと、イギリスなんかでは政権が交代した

り、何か基本的に移民政策の不満が表に出

たと言われています。 

  何といっても11月５日アメリカの大統領

選挙が行われます。ずっと年初来支持率で

は共和党のトランプ氏がリードしていると

いう報道がずっと続いておりました。日本

では「もしトラ」っていう言葉、これが日

本発の流行語だそうです。どういう意味か

というと、もしもトランプ氏が大統領に返

り咲いたら世界中えらいことが起こるよと、

不安なその気持ちが表に出た言葉かなと思

います。例えば中国の製品、これに高い関

税をかけるぞとか、ウクライナ支援をやめ

ますよとか、応分の軍事費を負担しない国

には軍事支援をしませんよとか、何かすご

いアメリカファーストの言葉が、発言が世

界中を巻き込んでおったという感じですね。
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肯定的な言葉に受けておられる方もひょっ

としたらおられるのかもしれないけど、民

主党はこんな人が通ったら困るということ

で、急遽民主党は候補者をバイデンさんか

らハリスさんに据え替えた。途端にそのハ

リスさんの風が吹いたということで支持率

が逆転して、現在は両者が拮抗した接戦と

なっているようであります。 

  これは天下国家の話かもわかりませんが

町長はどうですかね。「もしトラ」という

言葉から見てどっちのほう、この人がなっ

たら困るよねと。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、小寺議員。一応豊能町のこ

とでの議論で、町長の立場も豊能町長以上

でも以下でもありません。 

  通告はされてますけども、町長の立場と

いうのを考えてみてください。豊能町の住

民の税金から報酬をいただいていて、町長

の権限は豊能町の中だけの話になりますん

で、やはりそういうのに。 

○９番（小寺正人君） 

  一般質問だから。 

○議長（永並 啓君） 

  一般質問であってもそれは豊能町のこと

を議論する質問で。 

○９番（小寺正人君） 

  世界の中の日本ということ、日本の中の

豊能町いうことですか。そういう世界観っ

ていうのを町長にお尋ねしてるだけです。

その「もしトラ」っていう言葉を聞いたと

きに、不安になるのか、いや、ようやって

るやんってなるのか。 

○議長（永並 啓君） 

  そこから、では豊能町の住民のための質

問につなげてください。 

○９番（小寺正人君） 

  まずそれ。 

○議長（永並 啓君） 

  わかりました。できる限り、できる範囲

で構わないので答弁をお願いします。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  大変グローバルな御質問だと思っており

ますが、これは歴史が物語っておりますが、

その候補者個人と個人、トランプさんとか

ハリスさんとかいろいろあるでしょうけれ

ども、いずれにいたしましてもアメリカの

大統領が替わるということになれば世界の

情勢が変わるというのは歴史が物語ってる

んじゃないかと私は思っておりますが、そ

れ以上のことについて町長として答弁をす

るという立場ではないと考えてございます

ので御理解いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  そして中国も何か今、大混乱していると

いう状態がインターネット上でも結構騒が

れております。不動産バブルがはじけたん

じゃないかということですけど、はじけた

ら悪いほうに普通は取るんですよね。日本

国内にも様々なその不況の影響が及ぶんで

はないか、経済崩壊が起こるんではないか、

世界的恐慌が起こるんじゃないかと、その

ように考える向きもあるわけで、普通はそ

うだと僕は思うけれど、町長は別に中国が

不況になろうと関係ないという、そういう

考えもあるんですけど、その余波が日本に

跳ね返ったら豊能町にも影響がある、税収

にも影響があるかもしれない、何するかわ

からん、そういうことを考えたことがござ

いますか。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、小寺議員。もしできました

ら、中国のことを出されるのであれば具体
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的に豊能町においてどういうことに関して

影響があるかというところを述べていただ

けると町長も答弁できるのかなと。漠然と

したことであれば影響あるよねで終わって

しまいますんで、もうちょっと豊能町だと

こういうことが考えられますみたいな質問

をしていただけると上浦町長も答えやすい

のかなと思うんですが、どうですか。 

○９番（小寺正人君） 

  答えのない質問してます。 

○議長（永並 啓君） 

  いやいや答えのない質問はちょっとそれ

は問題になりますんで一応一般質問ですか

ら。 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  中国は経済的に２番目に影響力のある国

だということですので、少なからず世界的

に影響があるものだと思ってございます。

それ以上につきましてはどのような影響が

あるかということになりますと、これはエ

コノミストの話かなと思ってございますの

で、それ以上の答弁については差し控えさ

せていただきたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  世界的な選挙の年なので、日本でもその

選挙っていうのが結構話題になったわけで

すよね。７月には東京都知事選挙が、56人

が立候補しました。結果は小池百合子さん

が大差で３選を果たしたということでござ

いますが、何か選挙後に石丸伸二元安芸高

田市長があちこちのテレビに出て注目を浴

びました。私はこの石丸伸二元安芸高田市

長の時代のインターネット上で見てたんで

すよ。特に僕、注目してたのが、恥を知れ

とか、そういうことはもう一切考えてなか

った。この人が住民向けに市民向けに財政

の説明、安芸高田市はこのようになってい

ますという説明をしてるんですよね。それ

が非常にわかりやすいなと思ってたんです

よ。これをどのように切り抜けていくのか、

豊能町とよく似た構造になってるんですね。

人口もよく似ているし、非常に注目はして

たんですよ。でも突然に市長を途中でやめ

られて選挙に出られた。結果が、みんな意

外に、誰しも意外やという思いはったと思

いますけれど、２番目で165万票ぐらい上げ

たのかな。それでびっくりした。それであ

ちこちのテレビから誘われて出てこられた

んじゃないかなというふうに思っておるわ

けです。安芸高田市長として最後までやっ

てもらったら、豊能町の財政の話と非常に

よく似ているので、こういうやり方がある

のかなと、僕はやってくれたらいい事例に

なるかなと思ってました。正直なところそ

う思ってたんです。でも、８月８日任期だ

ったから７月28日、選挙があったのでこれ

でやめはるか残りはるかによっては最後ま

でやりはんのかなと、そういうふうに見て

たら途中でおやめになって出てしまう、東

京都知事選挙に出はったということでござ

います。ヒーローになったような雰囲気も

しますね。今やちょっと言葉が、ちょっと

おかしな言葉を発言されるようになったの

で、最近では面白い言葉、そんなこと言っ

ていいのかなというような言葉も発するよ

うになりはったから不思議でちょっとかな

わんですけど。民主党の代表選挙があった

ら代表になった選挙区に出て、そこで私が

勝ったら立憲民主党の党首にしてくれませ

んかとそのような言葉を発するようになり

はった。ちょっと違うんじゃないかなと、

この人が実際何をしようとしたのかなと。



 

 3－38 

もうちょっと安芸高田市で頑張ってくれて

豊能町の参考になる事例をつくってくれは

ったらなと思ってたんです。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、小寺議員。安芸高田市と似

てるんであれば具体的にどういったところ

が豊能町と似てるんで参考にしてはどうか

とか、そういうふうに豊能町に結びつける

ような質問に変えていただかないと。今は

ただ他市町、豊能町議会であるにもかかわ

らず豊能町以外の市町村のことを話してる

だけですよね。財政どういうところが似て

るからとか具体的に示していただかないと

町長も参考にもできないし、上浦町長がも

うやめられて東京都知事選に出るって言わ

れてるなら参考になりますけど。 

○９番（小寺正人君） 

  そういう話じゃなしに、参考になったの

になと僕は残念に思ってる次第です。ちょ

っとあれですよね。２位になってしまって

ちょっと舞い上がり過ぎはったんかなと僕

は思ってるわけやけどね。そういうのを安

芸高田市の財政とかそんなんは見たことあ

りますか。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺議員、別に、日本全国1,700余りの市

町村ありますよね。そこでいろいろ参考に

はされてると思いますけど、具体的にだか

らどこら辺が似てるとか示していただかな

いと、理事者側も全部の自治体の情報なん

て持ってないですから、そこら辺もう少し

議員側のほうで整理をして質問の形にして

いただきたい。 

○９番（小寺正人君） 

  説明に必ず人口の話をされるんですよね。

どんどん人口が減ってくる。そうするとど

ういうことが起こるかということを説明さ

れて、必ずこれは起こりますと、必ず起こ

る。だからこれをせなあかんと。今やって

る公共施設再編ですよね。これを30％絶対

カットしなければもう必ず潰れるとさかん

におっしゃってたんです。それを覚悟して

くださいよと、住民に対してね。それを私

知りませんとか、そういうことは言わない

でくださいと。インターネット上ですよ。

言われてたから、すごいこと言わはるのや

ねと。豊能町も、そうしたら、それぐらい

のことは言うても別におかしいことはない

ような気がするしね。同じ状態なんですよ、

財政的には。それを僕らは２年分ぐらいか

な、何か見たことがありますんで、最近ま

たＹｏｕＴｕｂｅ見てると繰り返し出てく

るんですよね。やっぱりそういうことを僕

らとしては豊能町の参考になるんちゃうか

なとずっと思ってました。そういうことど

うですかね。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺議員、質問は安芸高田市長がされた

ように豊能町においてももっと住民の皆さ

んに危機感を発信しろということでよろし

いですか。 

○９番（小寺正人君） 

  それでも結構です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  議員が今おっしゃいましたとおり、豊能

町も人口３万5,000人を目指していて、今１

万8,000人を切ったということで、人口３万

5,000人を目指したところに向けて公共施設

を造ってきたということで、今その公共施

設サイズが人口に比べて大きいということ

と、それから50年ぐらいたってきてるんで、

これを老朽化してるのを何とかしなきゃと

いうことで、ダウンサイズしながら継続し

て安定継続したまちづくり、町が運営でき

るように今、公共施設再編についても取り
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組んでいるところでございます。 

  今るるいろいろなところで住民の方々の

御意見をお伺いするような展開もさせてい

ただいております。その上で今の小寺議員

の御質問で、安芸高田市、石丸市長という

市長の個性は別にして、安芸高田市が取り

組んでいる住民の方々に対する説明の仕方、

これも参考にしたらどうかというような御

質問だと思いますので、私、申し訳ござい

ません。そのＹｏｕＴｕｂｅについてはま

だ拝見してございませんので、拝見させて

いただいて、取り入れるものがあるようで

したら私たちも参考にさせていただきなが

ら前に向いて進めていきたいと思っており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  参考にきっとなると思いますんで、ぜひ

御覧になってください。 

  また８月15日に岸田首相が自民党総裁選

挙、９月の自民党総裁選挙に立候補しませ

んと発表されました。低い支持率が続いた

ままでは政権維持は困難と判断されたんで

はないかと私はそう受け取っておりますが、

派閥をなくしはったわけですよね。パーテ

ィーの金と派閥の問題っていうか、でも派

閥がなくなったら選挙でこんなたくさん出

てくるもんかなと思いながら、12人もの候

補者がどうも手を挙げてると。そうすると

派閥がなくなったらよい政治になるんでは

ないかと、そういうふうに受け取れるわけ

ですよ。町長どうですかね。派閥が悪かっ

たんでしょうかね。どう考えますかね。直

したら、きっといい政治になるんでしょう

かね。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺議員、派閥と言われましても、豊能

町は議員の会派制もとっておりませんし、

わかっておられたらもう少し、祝詞は全然

構わないんですけど５分程度にとどめてい

ただいて、ここの場は３か月間の議員活動

のされたことの質問する場ですから、それ

を豊能町ではどういうふうにしたらとか、

具体的に豊能町に参考になるような事例の

質問をしていただけるといいのかなと思い

ますんで、よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁ありますか。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  自民党の中のお話でございましたけれど

も、豊能町に置き換えますと二元代表制で

基礎自治体進めております。派閥、今、議

長もおっしゃいましたように、そういう豊

能町はお一人お一人のことで議員の方々と

二元代表制させていただいてるということ

で会派制もとっていないというようなこと

ですが、会派制がいいのかそうじゃないの

がいいのかというようなところに置き換え

させていただいてたとしても、二元代表制

ですので議会がどうお考えになられるかと

いうことだと思いますので、町長としての

御答弁については差し控えさせていただき

たいと思っておりますのでよろしくお願い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  それでは熊本県の県民総幸福量最大化と

いう問題についてお話をしたいと思います。 

  これは10年ちょっと前ぐらいに３人の会

派、４人おったんですが１人はおいでにな

らなかったから３人で、川上議員とか平井

議員とか、私で、熊本県県庁まで出かけて、

どういう話なんですかということを聞きに

行ったことがあるんですよ。県民総幸福量

最大化っていう問題に、熊本県、その当時
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は蒲島郁夫知事の時代でございましたけど、

面白い発想があるんだな思った次第です。

要するに県民と共有しながら効果的な施策

につなげていこうという試みでありました。

当時はまだ知事がまだ２期目に入ったぐら

いだったのでそんなにしっかりしたもんじ

ゃなかったんですけど、熊本県が幸福の要

因っていうかな、それを、夢を持っている

とか、誇りがあるとか、経済的な安定とか、

将来に不安がないと、この四つに分類しな

がらそれをウエートをつけながら各分類に

属する項目の満足度を集計していた。これ

が面白いなと、要するにそんなのを、幸せ

っていうのを数値で表せよう、そんなこと

ができるのかなと思いながら聞きにいった

覚えがあります。それを東京にも、たしか

荒川区の区長、西川さんという区長がそれ、

これとは違う件で、行政は住民に幸せを届

けるのが仕事やということで、そういうグ

ループがもう一つできて、たくさんの自治

体の人たちが、56ぐらいやったと思います

けど集まって、何かそういう幸福度を上げ

ようっていう、そういう取組をされました。

そこも僕らも行ったけども、何件か行った

けれども、もう一つわからなかった。でも

この熊本県が取り組んでるのは数字に変え

ようと、数値化する。グラフ化してみんな

に示して、その中でここを一つずつ、核的

な手法を取ろうとしてるんだなと思いなが

ら聞いて、最近とにかくそれをもう一回開

いてみたら随分グレードアップされた。そ

れが以前皆さんにお配りしたと思うんです

けど、かなりまとまってきたやつが、前回

やろうと思ってたんですけど、県民総幸福

度の最大化の考え方を県民と共有して効果

的な施策につなげることを目的として独自

に作成した指標だとして、こういうふうに

一度終わったと思いますねんけどね。四つ

の分類分けをまずして、夢を持っている、

夢と希望というその分類。それから誇りが

ある、自然や文化や生きがいに誇りがある

と。それから経済的な安定、稼げるとか所

得があるとか、そういう分類。それから将

来に不安がない、健康で安全で安心である

という、この四つに分類してそれぞれにま

た項目を設けて、それを全部数値化して表

していったということなんですね。幸福の

要因というのは夢を持って誇りがあるとか、

そんな初めて聞いたので、そんなことが聞

きに行ったときに、それ僕とにかくびっく

りしたんですよ。いや、そういえば最近シ

ティプライドとか、それがまさにそうです

よね。誇りっていうことやからね。そうな

んだと、経済的な安定というのはわかりま

すよね。金銭的な豊かさを表す。誰も否定

はしないと思いますね。それから将来に不

安がない、健康とかね。その四つに分類し

ながら、どの程度その重視するかというウ

エートをつけて各分類に属する項目を満足

度を県民アンケート調査して、それぞれ掛

け合わせて合計する仕組みをつくり出した。

これを裏でサポートしたのは大学と連携し

ながらやったみたいですけどね。でき上が

ってるということですね。それで。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺議員、質問をお願いできますか。 

  今まとめると、そういう満足度調査を町

民に対して行ったらどうかということでよ

ろしいですか。 

○９番（小寺正人君） 

  そうですね。それで私が言いたいのは、

誇りとか目に見えないけれど、誇りがある

とか夢持ってるとかいうのを数値化してみ

ると、要するにお金だけじゃなしにいろい

ろなことができるんじゃないのかなと思っ

て注目してたんですよ、これずっと。これ

を開いてみたらこういうのが出てきたので

随分進化したんだなと思って話をしてます。 
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○議長（永並 啓君） 

  一回、質問してみましょうか。今言われ

た満足度調査を豊能町において実施する、

しないということを聞かれてみては。 

○９番（小寺正人君） 

  いや、こういう考え方をやってるところ

があると。それを参考にしてはどうでしょ

うかと。 

○議長（永並 啓君） 

  わかりました。答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  議員おっしゃってます熊本県の県民総幸

福度調査でございますが、これは議員もお

っしゃいました前蒲島熊本県知事のもとで、

県政の基本理念である県民総幸福度の最大

化の考えを県民と共有し、効果的な施策に

つなげることを目的として熊本県独自に作

成した指標であると理解しております。本

町ではこのような取組も参考として、豊能

町の町民の幸福度みたいなものも施策を活

用する上では有効であるとは思いますが、

どのような指標でそれを推し量るのか、そ

れを結果を募って施策にどう反映していく

のかいうところも、そのようなところも検

討しながらやる必要もあるのかなと思って

おりますが、これは参考にさせていただけ

たらと思っております。 

  幸福度でいいますと不動産会社の幸福度

ランキングというのがよく耳にされており

ます。豊能町でもその幸福度ランキングの

関西版では23年度では１位に、幸福度ラン

キングは維持しているということを聞いて

おります。一方で同じ調査の関西で住み続

けたいまちというランキングもあるんです

が、それは芦屋市とかは１位であると。豊

能町は上位には属していない。いろいろな

様々な指標がございます。島本町なんかは

幸福度も第４位で住み続けたいも第３位と、

そういう共通したところで上位のところも

ございます。これは何がどういうところに

できておればそのような上位になるのかな

というところもまだ全然勉強中でございま

すけど、そういうことも参考にしながら取

り組んで、施策に反映できるものであれば

取り組んでいけたらと思っておりますが、

今ちょっとそういうことで参考に勉強させ

ていただきたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  私が言いたいのは金だけじゃないよと。

どうも幸福っていうのはね。それが何なの

っていうことをいろいろ追求してみはった

ら。それを数値にして見せて、数値にする

と意外と何とはなしにわかるような気もす

るわけですよね。説得力も多分出てくると

思うので、そういう考え方をやってる県が

あるということを知っていただきたいと私

は思ってこれを取り上げたわけでございま

す。 

  それで次に私の田舎、岡山県美作市って

いうところなんですけど、その近くってい

うか隣の町ですね。奈義町っていう町がご

ざいます。面積は69.52平方キロメートル、

人口が5,660人、2,438世帯。自衛隊の日本

原演習地それから日本原駐屯地があります。

これが行政区として20％を占めるだけの自

衛隊の町といっても過言ではないと思いま

す。以前、大津市のあるＪＩＡＭという議

員研修所で奈義町の議員３人とお会いする

ことがありまして、２回御一緒させてもら

った、そういう縁がございます。一つは同

郷の人たちだったという縁もあったと思い

ます。少子化の件で意見交換をしたいとい

う電話をさせてもらったら、どうぞいらっ

しゃいということで７月26日に出かけたわ
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けです。それでいろいろ資料とかいただい

て帰ってきたんですけど、総理大臣が去年

２月に訪れるぐらい有名な町で、何が有名

かというと合計特殊出生率が2.95かな。す

ごい数値を出してるわけです。その秘密は

何かということで行ってまいりました。実

際に行ってＪＩＡＭでお会いした３人と私

の４人が一緒になって話を職員から聞いた

んですけども、その後３人が連れて回って

くれたんですよね。それを見たときに、こ

こはやっぱり雰囲気があるな、違うなと思

いました。何が違うかというと美術館を持

ってるんですね。それも案内してもらった

り、それから図書館が何かちょっと違うん

ですね。行った中で佐賀県の武雄市の図書

館に行政視察したことがある。あそこと雰

囲気は非常によく似てたなと思います。と

にかく子育てに物すごい注力していると、

この町は。どういうふうに注力しているか

というと、もう20年かけてあらゆるところ

切れ目なく何か行ったということみたいで

すね。行ってみたら百聞は一見にしかずっ

てよく言ったもんで、ここだったら、ここ

で子育てをしてみたいな思うだけの何か雰

囲気はありましたね。豊能町の人口減少に

対するあれはどうですかね。どういうこと

を主に考えておられるんですかね。豊能町

の場合、人口減少に対して対策はどのよう

な対策を考えておられますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  まずちょっと総論的な話を最後おっしゃ

ったんですけども、今の御質問の中に妊娠

や出産、子育ての切れ目ない経済的支援の

ことを触れられてましたんで私のほうから

お答えさせていただきます。 

  議員がおっしゃいますように、奈義町に

つきましては岡山県の北東部に位置する自

然豊かな町で、本町の倍ほどの面積に本町

の３分の１の人口の方が暮らされているよ

うでございます。平成24年の４月に奈義町

は子育て応援宣言を行いまして、先ほども

少し御紹介ございましたが様々な施策を展

開して、平成26年には2.81、令和元年には

2.95という非常に高い合計特殊出生率を達

成されてございます。若い世代の御夫婦に

とりまして子育てにかかる費用負担はかな

り大きく、議員御指摘のとおり妊娠、出産、

子育てまでの切れ目ない経済的支援はとて

も重要と考えてございます。 

  本町におきましては子ども・子育て支援

法に基づきまして、妊娠届を出された方に

出産準備給付金を５万円、出産後出生届を

出された方に子育て応援給付金を５万円、

それぞれ給付させていただいているほか、

本町の独自の取組といたしまして育児に必

要な物品をカタログから選んでいただくベ

ビー訪問見守りギフトなどの事業を実施し

てございます。奈義町ではそのほかにも多

数の事業を実施しておられますが、本町に

おきましては財政的な課題等も踏まえなが

ら、近隣等の動向にも注目していきたいと

このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  妊娠から支援をしていますかね、豊能町。

妊娠それから出産、子育てと切れ目のない

経済対策をしてると。それから奈義町はメ

ンタル的支援も何かやってるそうなんです

けど、それ豊能町やってますか。どのよう

に。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  妊娠出産につきましては女性にとって

様々な変化に直面する時期でございます。

多くの方々が子どもを迎える喜びと不安と

の間を行き来しながら過ごされていると、

このように感じてございます。本町では母

子手帳交付時と出産後には必ず面談を行っ

ておりまして、妊娠後期となる７か月目か

ら８か月目の時期に実施するアンケートで

体調面や出産準備の状況、心配事がないか

をお尋ねしてございます。アンケートの結

果だけではなく随時相談を受け付け、必要

に応じて訪問を行うなど、安心して出産で

きるサポートに努めてございます。出産後

におきましても育児等に関する相談による

不安の解消や、日帰り、宿泊で助産師のア

ドバイスを受けることなど、産後ケア事業

についても実施してございます。今後引き

続き多くの妊婦さんが不安なく出産してい

ただけるよう努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  住む場所、これにもあれをやってますか

ね。対策を、場所、要するに若い人たちに

その場所を提供するようなことはしてます

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  若い方が住む場所、住宅の提供とか、そ

ういうことでございますか。先ほどからの

質問でもございますように空き家バンクの

登録とか、あそこは住まいの相談窓口も開

設しておりますので、そこで利用登録をし

ていただいて空き家の物件につなげていく、

そういう取組をしておりますけど、ここに

まとまって子育て世帯を対象としたような

物件を集中して特化したような物件の取組

というのはしておらないという状況です。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  豊能町の場合は、誰かおっしゃってたけ

ど98％持家なんですよね。賃貸物件がそも

そもないから若い人を呼んでも住むとこが

ないわけですよ、現実はね。そこらにもな

かなか難しいところはあるかもわからない

けれど、とにかく奈義町さんが抱えてる問

題の中で、住む場所も働く場所も提供して

いってると、奈義町の場合はね。それから

教育にも当然、新しく、この４月１日から

新しいこども園をつくって、すごい、19億

円かかかったとかおっしゃってましたけど、

議員さんに連れていってもらったら廊下か

だけで100メートルとかどんとあって、こん

なすごいこども園があるのかなと思うぐら

いやっぱり力を入れてると。だから誰が見

てもここは力が入ってるなと思わせるよう

な場所でございました。 

  ここで奈義町が平成24年４月１日に奈義

町子育て応援宣言というのを出して、住民

に対して行政が約束するという方法をもっ

て、家庭、地域、学校、行政みんなが手を

携えて地域全体で子育てを支えるまち宣言

を行ったそうです。そしたらそれが意外と

効果があったと。あなたこういう宣言して

るではないかと、それやらないのかという

のを行政にやっぱり持ってくるらしいです

ね。それが物すごい効果があったと聞いて

ますが、そういう宣言なんかを有効に使う

っていう手も考えてみたらどうですかね。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  本町におきましては、令和２年度から令

和６年度までの計画であります第２期豊能

町子ども・子育て支援事業計画、とよのす

くすくプランというのを策定しております。

その中では、基本理念として、「地域で育

て、地域で育つ、子どもと子育て家庭を大

切にするまちとよの」と掲げております。

この計画は先ほど申し上げましたように、

令和６年度までの計画で、今年度で計画期

間の終了となります。現在次年度以降の計

画を策定しているところではございますが、

この基本理念となります地域全体で子育て

を支えるという部分につきましては、新し

い計画においても大きく変わりはないとい

うふうに認識しております。豊能町におき

ましても子育て世代を応援し、施策を進め

ていくという点では同じであり、今後も地

域とともに子育てを行う施策を進めていき

たいと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  それからやっぱり僕はここへ行って感じ

たことを一つだけ。やっぱり何か町全体を

歩いてても何か文化の薫りがするんですよ

ね。それも何か引きつける要素だなと思い

ましたけどね。豊能町はどうですかね。引

きつける何か雰囲気、雰囲気づくりとかつ

くってますかね。誰が見てもここやったら

と何か思わせる何か雰囲気がありましたけ

どね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  今、議員の奈義町へ行ったらその文化の

薫りがするということで、どんな感じかな

と私もちょっと頭ん中でずっと想像するん

ですけどもなかなかそこには行ってないん

でわからないところがありますので、ぜひ

行かせていただいて文化の薫りをちょっと

見さしていただくんじゃなくて感じさせて

いただきながら、豊能町でもできるものが

ありましたら参考にさせていただけたらと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  質問を以上で終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、小寺正人議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は２時とさせていただきます。 

（午後１時49分 休憩） 

（午後２時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  皆様、こんにちは。 

  ６番・無所属、管野英美子でございます。

本日の紅一点、最終の登壇者です。皆様お

疲れのところですが、議員の皆様のお名前

も盛り込みながら目の覚めるような質問を

したいと思います。たくさん通告しており

ますので簡潔な答弁をよろしくお願いいた

します。 

  まず太陽光発電設備をやりたかったんで

すが、もう頭にきていますホームページの

検索について質問させていただきます。 

  まず２の質問からいきます。大切なお知

らせと下のほうのそうでないお知らせはど

なたがどのように基準で分けられているの
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でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御質問のお知らせの欄でございますが、

大切なお知らせとホームページ下のほうの

そうでないお知らせがございます。大切な

お知らせの欄につきましては、すみません、

最初に下のほうのお知らせの欄についてで

ございますが、そこにつきましては全般的

な、お知らせやその他のイベント、募集案

件などについて最新の情報に掲載をしてお

ります。上の大切なお知らせの欄でござい

ますが、これらの情報、先ほどの情報とは

別に防犯・防災に関することを初め、制度

又は政策などの開始、変更、終了に関する

情報など広く住民や町外の方も含めて注意

喚起や周知をすべき事項について、一定期

間掲示をするために設けているものでござ

います。判断につきましては基本はそのよ

うな考えのもとに担当課が判断しておると

いう状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  たったＡ４サイズの画面の中でこの大切

なお知らせが本当に必要なのかなと思うん

ですね。 

  次は検索のことなんですけれど、令和５

年６月定例会議の秋元議員の質問で、何を

お探しですかのところに赤ちゃんの駅を入

力しても何も出てこなかったとあります。

赤ちゃんの駅はやっているんですかという

ことでしたけれど、その後改善されている

ようです。全角・半角すら曖昧検索ができ

なかったとそのとき伺いました。また３月

定例会議の総務建設常任委員会のその他事

項で、私、秋元議員、才脇委員長からも、

予算審査をするのに調べようとしても検索

がしんどいことを伝えています。理由を挙

げて質問させていただきましたら、このＡ

４サイズのところでパソコンやタブレット

の画面です。一番上の豊能町と小さく書い

てある、その右横に防災・安全とあります。

そして大切なお知らせのその横にも防災・

安全とあります。これどちらをクリック、

タップしても同じような画面が出てきます。

このスペースで大変もったいないと思われ

ませんか。このデザインは誰がやったんで

すか。塩川町政のセンスですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在のホームページでございますが、業

者の委託を通じて設営したということでご

ざいます。その契約期間としては令和４年

４月から令和９年３月までの契約となって

おりますので、令和４年の４月のときに今

の、更新の時期はちょっと私、今、承知し

ておらないんですけど、そのようなところ

で立ち上げているのかなという認識でして

おります。 

  誰がしたのかというと、これはプロポー

ザルで選定した業者でして、当然打合せの

際には担当課が入ってこうやああやという

ことで、これがいいのではないかというこ

とで今のホームページのレイアウトになっ

ていると承知しておりますが、現在はその

ようなことで認識をしております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  上浦町長が秘書政策課長のときに、私ま

だ、10年ほど前だと思いますけど、名刺に
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とよのんを入れていいですかと聞きました。

というの、そうしたら議員や職員はいいで

しょう。でも利用規定があるのでよく読ん

でくださいということを言われたんです。

それで今もちゃんと入れていますし、ＱＲ

コードも入れてるし、豊能町の場所もちゃ

んと入っています。それでもう一つ、ホー

ムページのトップ画面、これ入れていいで

すかって質問したときに答えられなかった

んで、誰の著作権かもわからなかったんで、

無理やり入れて、もう10年間この名刺を使

っています。このイラストとてもいいと思

いませんか。農家のお兄さん、お姉さんが

いて国道423号にはバスが走ってて、トンネ

ルから車が出ている。新興住宅地には子育

ての家族が出ていて、そして通勤のお父さ

ん、お母さん。能勢電も走っている。遠く

には通天閣も見えている。こんなすてきな

イラストをここのダブっているというこう

いうトップ画面のこの一番上に、ダブって

るんだったらこれをなぜ入れないのかとい

うことなんです。上浦町長のセンスでお答

えいただけますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  私、秘書政策課のときにそのカットとい

いますか、それを入れさせていただきまし

た。私もそれを入れるときにこれはいいと

いうことで、そのときはそれまでのホーム

ページで、変わってそれになりましたんで、

非常に和やかな感じがして、ほのぼのとし

た感じのホームページがつくれたなと思っ

てございます。また、そうしているうちに

ホームページっていうのは改良に改良を重

ねていきますので、そのカットが使われな

くなったんだろうなということで私は認識

してございますが、それじゃなしにまた改

めて豊能町の今のカラーが出せるようにカ

ットみたいなのを出せていけるようなこと

があったらまた考えさせていただけたらと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  今、小寺議員の質問の中で奈義町という

のが出てまいりました。私も化石を掘りに

行ったことがあるんですけども、質問のと

きに奈義町のホームページを寺脇議員と一

緒に見てたんですけども、それはそれは奈

義町のきれいな景色が出てて、暮らしはこ

っち観光はこっちってなっててすごく見や

すいホームページやったんですね。この文

字ばっかりのちょっと議会だよりの２面、

私がよく編集してるんですけど、文字ばっ

かりやから誰も読めへんでと言われながら

つくっている。本当にこれと比べていただ

きたいと思います。スマートシティの事業

で業者任せっていうんですか。そういうの

が垣間見えたので、今度ホームページをリ

ニューアルするときはよく使ってはる人、

私一日２回ほど見ているんですけど、本当

に検索して困った人とかそういう住民の声

をしっかり聞いていただきたいんですがや

っていただけますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ホームページにつきましては現在そうい

う、今、御意見もいろいろございましたの

で、レイアウトについては見直しのタイミ

ングございます。なので今の御意見も参考

にして、あるいはほかの住民の方々、ある

いは議会についても御意見を、もしあれば

こういうページが見やすいというのも、こ
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のレイアウトもたくさんのページ、団体ご

ざいますので、どれが見やすい、見にくい

かいろいろな様々意見ございますので、そ

ういうこともございます。なのでいろいろ

な御意見等いただきましたらそれも含めて

内部で検討して次の見直しにつなげていけ

ればと思っておりますのでよろしくお願い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  今はトップページのことを言いましたけ

れど、先ほどの空き家対策もそうなんです

けれど、中身もとても大切だと思います。

しっかりと住民のためにそして町外から移

住・定住していただくような施策、そうい

うページにしていただきたいと思います。

私たち常任委員会で、今回は移住・定住施

策を香川県に行ってまいります。事務局が

チョイスしていただいてその先のホームペ

ージや該当するページのＵＲＬをタブレッ

トに入れてくださいました。そこをタップ

するとすばらしいホームページがたくさん

出てくるんですね。だからぜひそういうペ

ージを参考に、豊能町に住んでもらうよう

な、憧れるようなページにしていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

  続いて太陽光発電設備についてお尋ねし

ます。 

  ６月の一般質問で時間切れになった、時

間切れにしたといいますか、太陽光発電設

備についてあと少し質問をさせていただき

ます。 

  土地の安い豊能町で発電の役目を終えて、

また途中で放置されないのかとても心配し

ています。11施設のうち九つが稼働してい

ます。発電の役目を終えた設備の廃棄費用

については、調達期間終了前10年間、調達

価格から源泉徴収の形となりました。令和

４年12月会議の才脇議員の質問の答弁で、

当時の大西住民部長が、途中で置き去りを

という懸念もされるところですが、そのた

めにも毎年維持管理定期報告書の提出をと

の答弁がございます。この報告書の提出は

条例で義務付けられています。様式もあり

ます。というわけで、維持管理定期報告書

を情報公開して閲覧させていただきました。

書き方に大変疑問があると思いましたので、

後日写しもいただきました。これ提出され

て受け取るのが仕事になっていませんか。

失礼な言い方ですが、現状をお聞かせくだ

さい。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず令和元年10月施行の本町の条例に基

づきまして、先ほど議員からありましたと

おり、太陽光発電事業者11社ありまして、

そのうち稼働してない２社がございますの

で、９社全てから廃棄費用の積立てを実施

しているとか実施予定であるという、そう

いった旨の報告が今現在出ております。ま

たその後2020年の６月に改正されました再

エネ特別措置法では、10キロワット以上の

事業を太陽光発電の対象にしまして、その

廃棄費用の確実な積立てを担保するという

制度で、先ほど議員の御指摘もあったとお

り、電気供給前の10年間、毎月の電力の売

上金額から電力会社を経由して源泉徴収に

より公的な機関のほうで積み立てるといっ

たような形ですので、廃棄費用については

国が定めたものの計算で求めてそこから引

かれていきますので、担保されているのか

なということで本町としては認識しており

ます。 

  本町としましては住民の皆様の安全・安
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心を確保しながら地域と再生エネルギーと

の共生を図るため、提出された報告書につ

いて管理内容にも齟齬がないかどうかも確

認しながら今後も努めてまいりたいと考え

ております。 

  あと、議員が御心配されておりますその

太陽光パネル施設の途中で置き去りにされ

ないかといったそういう点ではございます

が、たまたま見たんですが、たまたまいう

か毎日見てる新聞の昨日の記事で、経済産

業省と環境省のほうが太陽光パネル等のそ

の施設の大量破棄、環境破壊を防止すると

いうことで、その太陽光パネルのリサイク

ルの義務化ということで、来年の通常国会

に関連法案を提出するといった報道がござ

いました。早速今月から有識者会議を開い

て検討していくということで、リサイクル

せずに廃棄とか放置した場合は罰則を設け

ることも視野に入れているといったような

報道もありましたので、これでその懸案が

解消できればなということで考えていると

思います。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  リサイクルは昨日の読売新聞のトップペ

ージでしたね。私もリサイクルされればい

いなと思っています。この報告書の中に定

期点検に関して問題ありませんと書かれて

いるものや、保安協会の定期点検の結果、

日時も書かれてあるもの、また廃棄費用に

ついては積み立てていますとか、2028年か

ら源泉徴収になると丁寧に書かれたりして

います。この丁寧に書いていただくために

も、今後この様式を検討する必要があると

思います。私も提案したいと思うんですが、

お考えをお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  原課のほうでは事業者から提出いただい

た維持管理定期報告書のほうですけども、

仮にその報告書の記載内容に疑義が生じた

場合はその都度問合せとか聞き取り等を行

うなど内容確認に現在努めておるというこ

とで、また原課のほうではその条例に基づ

きその法の条例の範囲の中なんですが、報

告書の内容が確認できる資料の提出とか現

地確認も行くこともあるということで今し

ております。 

  議員御質問の維持管理定期報告書の様式

についてですが、その様式を変えてはとい

うことなんですが、今のところ必要な項目

は網羅してるのかなということで認識して

おりますが、まずはその記入漏れ、後から

不備な点がないか、そういったものを定期

的な報告書の作成、提出を受けた際に原課

のほうできっちり見て、それから今後もな

い場合は指導等を、今後も行っていきたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  また見せてもらって、私も見せてもらっ

てここおかしいって言ってきます、環境課

へ行きます。 

  ２番目の質問なんですけれど、令和６年

４月から行政区域に関わらず、設置場所か

ら一定の範囲内に居住する住民への説明会

が義務付けられました。町は川西や亀岡市、

府域では能勢町、箕面市、茨木市に面して

います。６月定例会議の私の一般質問の３

日後、府議会では府県またがりの件、豊能

町新光風台第２丁目西側、川西市笹部地区
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の太陽光発電について問われています。た

だ堀江府会議員は、３月に説明会が開催さ

れたと発言がありましたが間違っています。

これは工事の説明会で、自治会継続協議委

員会への説明です。私たち近隣住民への説

明会がされないまま、１月に川西市が申請

受理しています。４月からは説明会を義務

付けられましたので、業者の巧みな姿勢が

うかがわれるところです。堀江府会議員に

は間違っていることをお伝えしましたが、

町の様子がよくわからないとのことでした。

余計なことかもしれませんが、維新の町議

から現状を伝えてほしいなと思っています。

この新光風台２丁目西側川西市笹部地区の

工事では、資材搬入のために入り口、町道

横の緑地の桜の木、枝が大幅に勝手に切ら

れたり、町道にコーンを設置し危ないから

入ってはいけません。しかも駐車禁止、駐

車したら直ちに警察に通報しますと書かれ

てあったり、本当に誰の道路かって思いま

す。日曜日の朝８時から工事が開始したり

しています。断固反対を掲げた自治会です

が、当時の自治会長から節度のある行動を

との各戸配布があったせいか、このような

ことがあっても自治会継続協議委員会は何

も行動を起こされません。その継続協議委

員の吉田議員に伺っても知らないというわ

けです。都市計画課では現在も業者との間

で指導に是正に大変御尽力いただいていま

す。今後もこのようなケースがあれば、周

辺住民と業者との間で双方の行政が今回の

ように関わっていただけるのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず令和６年４月改正されました再エネ

特別措置法では、2024年のその前に２月に

資源エネルギー庁が策定した、議員のほう

からもありましたとおり、説明会及び事前

周知措置実施ガイドラインに基づき実施さ

れることが求められたというところです。

本町におきましても太陽光発電事業につい

ては安全面、防災面、あと景観や環境への

影響、将来の廃棄等に関する地域の懸念は

根強いものがあるということで承知してお

ります。このたび本町ではこれらの懸念を

払拭し、地域の理解のもと事業が展開され

るよう、このガイドラインに基づき、周辺

住民の方への誠実な事前周知や事業説明会

の開催等について今後も指導、助言を行っ

ていきたいと考えております。 

  あと議員のほうから、兵庫県川西市笹部

の工事の件のことが出ましたので若干説明

させていただきますが、太陽光発電の設置

工事、令和６年の５月頃から準備工から始

まり、本格的には６月から始まっておりま

して、当初は９月末までということで緑地

の占用許可のほうが出ておりましたが、工

期を延期して10月末まで延びるという予定

でこちらのほうは受けておるところです。

その緑地の占用申請が出てきた際、工事用

の大型車の搬入の時間帯とか交通誘導員の

配置そういった安全管理面とかその他不明

な点があればその場でいろいろこれまでの

間、事業者とずっとやり取りをさせていた

だいておるところです。今後も10月末まで

からまだずっとその後続いてはいきますの

で、引き続き住民の安全、防災、環境面な

ど考えながら、法とか条例の範囲内ではあ

りますが目を光らしていきたいと考えてお

りますのでよろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  もう建設されてしまったので仕方がない

ことは仕方がないんですけれど、これから
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先、良好な関係を築きながら運営していっ

てほしいなと思います。本当に都市計画課

には逐一私も連絡をしているんで、大変丁

寧な対応していただいてありがとうござい

ます。 

  続いて３番目の質問にまいります。西地

区のこども園についてです。令和４年９月

の全員協議会で、令和５年度中に民間法人

選定・協定締結と報告がありました。スケ

ジュールもいただきました。また遅れてい

ると昨日の吉田議員への答弁もありました。

この質問は、６月議会で通告して質問でき

なかったものですが、現在２事業者とヒア

リングの状況だと６月議会の前に伺った記

憶がございます。入札ではなく、プロポー

ザル方式と伺っていますが、現在はどのよ

うな状況なのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  法人の選定につきましては、教育委員会

の職員、町立の保育所、幼稚園、認定こど

も園の教職員、ＰＴＡなど保護者を委員と

しました民営化法人選定委員会、これはま

だ組織されておりませんので仮称という形

になりますが、この委員会によりまして、

各民営化法人の提案をもとに検討するプロ

ポーザル方式で検討しているところです。

現在のところ、昨日も申し上げましたが複

数業者の意向確認を行ったところで、現在

基本方針及び仕様書の作成に取りかかって

いるところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  場所についても質問したかったんですが

公共施設再編のときということなので、ま

た後日伺います。全員協議会で議長も心配

されていた保幼小中一貫教育を進めること、

直営の東地区のこども園ならできると思い

ますが、直営ではない西地区のこども園、

例えば民間のこども園側で英会話に特化し

ているとか、逆上がりや跳び箱など、跳び

箱を５段飛ぶ幼稚園児いますよね。そうい

う体育に特化しているとか、それぞれの特

徴を打ち出して経営されていると思います。

この民間法人と今後どのように連携を取っ

ていかれるのでしょうか。そしてできるの

でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  民間法人との連携につきましては、法人

選定後に協定書を締結する予定です。町と

しては協定の中で、当町が掲げる保幼小中

一貫教育との連携に関する事項を含みたい

と考えています。具体的には、豊能町の教

育が目指す子ども像であるとか、15年間を

通じたカリキュラムについて法人と認識を

共有いたします。また、これを実現するた

めの体制として、民間法人、保護者代表及

び町による３者協議会を継続的に開催する

ことであるとか、今まで町立の園所で培っ

てきた保育内容を継続するために、例えば

職員の相互人事交流を行うことができない

かどうか、こういったことをヒアリング及

び提案の中で民間法人と協議を行って、最

終的に認可法人を決定していきたいと考え

ています。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  現在も保幼小中一貫やってるかなとは思

うんですけれど、一つの例ですが、現在保

育所や幼稚園の運動会では、輪っかを持っ

てバトンパスでリレーをやっています。カ
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ーブも曲がっています。ところが小学校に

入ると名前を呼んで50メートルまっすぐ走

るだけ、このように連携が取れていないん

じゃないかと思うんですが、それをどう思

われますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  豊能町保幼小中一貫教育のグランドデザ

インの中で、「豊能町に誇りをもち、自信

をもって社会を生き抜く子ども」をめざす

子ども像とし、保幼小中一貫教育の取組と

して、町内の保育所、幼稚園、認定こども

園、小中学校が、このめざす子ども像を共

通認識した上で、子どもたちが中学校を卒

業する段階でこのめざす子ども像になれる

ように、各発達段階において教育を行って

いるところです。先ほど管野議員がおっし

ゃったような例えば運動会の取組であると

か、そういった具体的な項目についてはま

だまだこれから検討する段階ではございま

すが、この今グランドデザインに基づくめ

ざす子ども像に一貫して取り組めるように

今後取り組んでいきたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  今、一つの例を挙げたんですが、今もで

きていないということなんですよ。運動会

の例を挙げてね。１年生もやっぱり輪っか

持ってカーブ曲がってほしいなとは思って

いるんですけど、そのことは学校も御存じ

なんですよね。だから保幼小中で連携して

いただきたいということなんですが、今後

はできますか。もう運動会終わっています

けれど。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育長。具体的に。 

○教育長（板倉 忠君） 

  すみません、幼稚園につきましては幼稚

園教育要領というのがありまして、その中

では10の姿がありまして、その姿を目標に

子どもを育てていくということでやってお

ります。その中で体力づくりであったりと

か、遊びであるとか、そういうことあるん

ですけど小学校におきましてはまた別の学

習指導要領がございまして、その中では体

育館については体育でこういう力を伸ばす

というところで、私が現場におったときも

そうなんですけども１年生についてはまっ

すぐ走る力を重点的に指導していく。三、

四年生ぐらいになるとカーブを使うとなっ

ております。高学年になってリレーのバト

ンタッチに少しずつ誘導させていくところ

で、１年につきましては多分丸い輪っかを

使うこともよくあるのかなと思うんですけ

ども、今の言われている直線カーブという

ところについては、小学校ではそういうふ

うな発達段階を考えながら指導しているの

でまた幼稚園の狙いと、また学校での体育

科での狙いというのはちょっと違うところ

あるのかと思います。でもそういうふうに

見えるところはまたみんなで協議して連携

できるようにしていきたいと思います。あ

りがとうございます。 

○議長（永並 啓君） 

  この件に関しては他市町さんからもわか

るような具体的な保幼小中のプランという

ものを出していただきたいと思います。 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  前からタイトなスケジュールなんですけ

ども、令和９年４月開園と学校より１年遅

れで開園となるようですけれど、今吉川保

育所やひかり幼稚園がありますから決定ま

での過程をとても大切に考えていただきた
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いと思います。少々遅れてもいいんじゃな

いかなと私は思っています。絶対令和９年

なんでしょうかね。またそれは検討してく

ださい。 

  続いて４番目の質問に参ります。移住・

定住施策等についてです。空き家対策につ

いては中川議員にたくさん教えてもらいま

した。最初のうちは別荘税とか、特定空き

家、管理不全空き家、そして今さかさそう

いう空き家のことを今日も教えてもらいま

したね。一般質問で勉強させていただいた

感があります。午前中も池田議員の質問で

もありました。豊能町は自然豊かで子育て

もしやすく、都心へも１時間で行ける。宣

伝次第では移住も定住もあり得ると思うん

ですけれど、空き家が足りないと思います。

私の周りにも空き家があります。相続でも

めている家、介護施設に入っていらっしゃ

るうち、そして遠方にお勤めで一家で転居

されているなどたくさんあるんですけれど

も、空気を入れ替えないとあかんでと思う

んですね。その流通していない空き家、中

川議員もおっしゃいましたけれど、納税通

知書の町外への発送時、どのような広報を

されているんでしょうかと聞くところでし

たが、税務課で一般質問もうしてしまって、

このように住まいの相談窓口のチラシを同

封されているということと、東ときわ台の

取組、これは入れてらっしゃるのかな。こ

ういうのも見せていただきました。これだ

けなんですかと私は思うんですね。自虐ネ

タでもいいです。町長の顔写真で引っ越し

たい人いるから家空けてもらえませんかと

か、一つ写真入りでお手紙入れたらどうか

なと思うんですね。遠方でもう帰ってきは

れへんのに見え見えなおうちあるんですね。 

  それと、先ほど住まいの相談窓口って言

いはりますけど、これ毎週入るんですよ、

物件が足りませんって。今、最近ここ婚活

しましょうとかって書かれている。こっち

の業者のほうがしっかりやってます。この

１か月で私３枚持ってるんですね。ここに

問い合わせたら、空きありますっていう感

じなんですよ。ここをホームページに載せ

たったらいいと思うんですけれど。納税通

知書の、もう一筆お願いできませんか。こ

の質問はこれだけなので。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員から見せていただきました納

税通知書に同封するものはもう御存じとい

うことで、その工夫についての御質問かな

と思っております。 

  確かに先ほども池田議員の質問でありま

したが、通知は入れさせていただいて、先

ほどちょっと私、東ときわ台地区の活動を

ときわ台地区とちょっと言ってしまいまし

て申し訳ございません。この場で訂正させ

てください、すみません。 

  東ときわ台地区も先ほどお持ちの通知を

入れております。ですが今のところお問合

せはないということなので、先ほど言いま

したインパクトいうんですか、なかなか、

同封するけど見ていただけないかお考えに

なってるところもあるかと思いますがそう

いう状況でございますので、先ほどの御意

見を踏まえてちょっとまた勉強させていた

だけたらと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  一向に進まない空き家対策、定住、移住

定住施策だと思います。私たち総務建設常

任委員会でしっかりと勉強してまいります。

提言もしたほうがいいんじゃないかと思い
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ながらです。ですから勉強した成果を、そ

れから行政の方も来ていただけるというこ

となので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  次の質問です。５番目の郷土資料につい

てお尋ねをします。 

  木代の善福寺、もうこのお寺はもうない

ようなんですが、供養塔が今どこにあるの

か御存じでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  木代の供養塔につきましては、現在、郷

土資料館の横に保管をしてあるというふう

に認識をしております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  これが保管でしょうか。お墓みたいなも

のなんですけど、３段に分かれてて寝てい

るんですね。お墓の形はしていない。石の

文化財という本の27ページにちゃんと立っ

てる写真があるんですけども、その中には

あんな硬い石を彫って解説までしているん

ですね。道具のないときに。この状態、こ

れだけじゃないんです。この横にお地蔵さ

んも寝てはるんです。御存じですか、郷土

資料館の脇に。とてもこれは正しい保管じ

ゃなくてほったらかしと私は見えています。

こういう文化財、ほかにも広報とよのの去

年の９月号で広報されました吉川の古地図、

これは文化展にも館長さんの解説で見せて

いただきました。それから走落神社の古面、

これ両方とも教育委員会もかけて町の文化

財に指定されています。これから先お金が

かかることなんですね。こういうのをもし

常時展示しようと思うんやったら、どっか

の美術館でも大変ですよね、ガラス張りで。

そこまでは言いませんけれど、今後どのよ

うに扱っていかれるんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  文化財保護法第４条第２項には、文化財

の所有者、その他の関係者は文化財が貴重

な国民的財産であることを自覚し、これを

公共のために大切に保存するとともに、で

きるだけこれを公開するなど、この文化的

な活用に努めなければならないと規定され

ています。例えば吉川古地図などの紙資料

を常時公開しますと、紫外線や湿気の影響

で使用劣化が進みます。走落神社の古面な

どは500年ほど前の資料であるため劣化が激

しく、少し力を加えるとばらばらになって

しまうような状況で、公開には補修、保存

処理が必要となります。吉川古地図につき

ましては今現在西公民館に保管しておりま

して、先ほど議員がおっしゃいましたとお

り機会を見つけて公開をしていく予定でご

ざいますが、走落神社の古面につきまして

は、先ほど申し上げましたようにすぐばら

ばらになってしまう状況であるので、現在

の状況では公開することはできないのでは

ないかと考えております。古面につきまし

ては、例えば国庫補助を活用して保存をす

るであるとかの方法がございます。財政的

な部分もございますが、今後そういった手

法ができるかどうかについては考えていき

たいと思います。木代の善福寺の供養塔に

つきましては、今写真に見せていただきま

したような状況でございます。これは例え

ば地震等々で倒れたりする部分というのも

含めてそういう保存方法になっておるとこ

ろでございます。今後、公共施設の再編

等々もございます。その中には郷土資料館

も含まれておりますので、その際にどうい



 

 3－54 

った形で、例えば展示であるとかそういっ

たことができるかも含めて今後検討してい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  昨日ちょっと打合せをさせていただいて、

郷土資料館に８月15日に行ってまいりまし

た。川上議員が以前、戦没者追悼式は忠魂

碑の前でやれって、でないと僕は行けへん

っていうことを言われたんですね。８月15

日には郷土資料館の中では戦争展をやって

たんです。それをお知りにならなかったと

いうことなんですけどね。私はフェイスブ

ックで上げて、そしてとよのんのフェイス

ブックかとよの大好きさんか知りませんけ

ど一緒に上げてくれはったんです。その方

ももちろん見にいってたんです。町で戦争

展をやってるんだったら、しかも８月15日、

そういう広報をされたほうがいいと思うん

です。これは今後の課題なのでぜひやって

いただきたい。 

  そして今、館長さんは13年もあそこにい

てはるんです。まだおんのってちょっと言

ってしまったんですけどね。光風台小学校

の教頭先生やったんで月に２回ほど訪ねて

いくんですけれど、郷土資料をしっかり大

切にしてほしいなと。私もあんまり興味が

なかったんですけど、館長さんがそう言っ

たから、お話もいっぱい聞かせてもらって、

十三仏も知らんのんか言うて、閉めて、す

ぐ戻りますって言って、走って見せてもら

ったんですね。だから大切に、学校再編も

大切かもしれないけど、そういう文化のこ

とも大切にしていただきたいと思います。 

  では６番目の防犯についてです。 

  ７月22日５時、新光風台付近で小学生男

子が徒歩で通行中、無言で近づいてきた若

い男にいきなり殴られそうになるという事

案が発生しました。この情報は、その日の

晩の20時26分、夜のことだったので、安ま

ちアプリで私は情報を得ました。この安ま

ちアプリを入れています。翌日たんぽぽメ

ールを待っていましたが、なかなか入って

こないので総務課に尋ねました。まだ確認

できていないとのことでしたが、職員さん

はこの大阪府警の安まちアプリを入れてい

ないのでしょうか。この連携をお尋ねしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  職員が安まちメール入れていないのか、

ちょっとすみません、それはちょっと今確

認できておらないんですが、連携というこ

とで御質問だと思いますので、この大阪府

警の安まちメールは犯罪発生情報や防犯対

策情報などを携帯電話、パソコンにメール

配信する情報サービスでございます。本町

が提供しておりますたんぽぽメールとのシ

ステム的な連携は今のところできておらな

いということで、それぞれ独立したメール

配信サービスとなってございます。ですの

で実際職員が情報確認した上でたんぽぽメ

ールにまた掲載するということから、夜中

の事案についてはその職員がおらないとい

うことで、タイムラグが生じているという

状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  この件は夏休みに入ってすぐだったので、

注意喚起のためにも防災行政無線で流して

ほしいと思いました。運用規則第10条通報

の対象となる情報にこの項目はありません

が、町長が特に必要と認める情報という項
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目があります。防災行政無線ですが、この

ような防犯の情報を伝えられないのでしょ

うか。夏休みに入ってすぐだったので効果

的だとは思いますが、いかがですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの緊急的な防犯情報の防災無線の

活用でございますが、現在、規定では防災

行政無線で通報する情報は豊能町防災行政

無線局管理運用規則の第10条で規定をして

おるところでございます。現在はそこに今

おっしゃったような防犯情報というのは記

載はございませんが、中に人命救助に関す

る情報その他特に緊急を要する重要な情報

という項目もございます。なのでここの規

定の運用の解釈で、先ほど言いました緊急

に、人命に関わるような情報については防

災無線の活用ができないかということで、

これは警察の依頼に基づいて運用する必要

があると思っておりますので、そことの協

議の上そういう方向で運用できないかとい

うことを検討していきたいと思っておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  状況はわかりましたけど、まずは防災行

政無線が聞こえるように、おうちの中でも

聞こえるようにしていただきたいと思いま

す。前の総務部長が家の中では聞こえにく

いものだったと断言されましたんでね。何

とかしていただきたいと思います。 

  ７番目の項目をちょっと抜きまして、８

番目のハニタスについてお尋ねをします。

秋に走らせる予定と聞いていますが、ＫＰ

Ｉは実施しないといけないし、その予算も

通っています。令和６年度、今の方法で実

施しなければいけないと思いますが、デー

タ分析があり、住民の行きたい場所はもう

わかっています。その上でスマホを使って

ハニタスを呼ぶ計画なんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ＡＩオンデマンドバスの今年度の運行の

ことの御質問だと思います。過去２回の実

証運行の利用状況を踏まえて、現在利用人

数も合わせた運行に向けて、路線バス、デ

マンドタクシーなどの現在の交通網も含め

た最適な交通網を検討し、地域公共交通の

維持につながるような運行となるよう現在

検討を行っております。年度内ちょっと秋

というのはちょっといろいろ手続等ござい

まして、ちょっと秋には、なかなか運行と

いうのは今ちょっと厳しい状況かなと認識

しております。でも今年度内には運行でき

るように検討をしていきたいと思っており

ます。 

  あと予約の方法なりＡＩの関する活用の

ことを御質問であると思っておりますが、

これについては利用の状況にもよりますが、

本当にＡＩを使って予約をして、ルートの

自動選定とかいうのもＡＩはできる状況に

ございますが、狭い町域で利用件数がＡＩ

を活用しなければ処理できないような多い

利用状況という状況では、今のところ検証

結果、二回目は有料にしましたので、一日

26人程度というような西地区の運行状況が

出ておりますが、本当にそれがＡＩまで活

用しなければいけないのか。ただ高齢者も

おりますので電話予約いうのは必要かなと

いう状況もございますので、それが電話予

約だけで対応できるのか、ＡＩというのは



 

 3－56 

保守管理料もかかりますので。多額の費用

もあとのランニングコストでかかる状況で

ございますので、それも総合的に踏まえて、

今後、継続的に運用するには何が最適なの

かというのは検討していきたいと思ってお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  当初予算で914万6,000円のシステムを稼

働する費用ですね。914万円もかかっている

ということで、スマホで呼ぶにはちょっと

お金がかかりすぎてるんじゃないかと思う

んですね。おでかけくんのようにスムーズ

にバスは呼べると思うんです。おでかけく

ん、うまいこと運用されていますよね。介

護保険運営委員会では、おでかけくんに乗

りたいから認定してもらっているっていう

話もあります。そこを参考にされてバスを

運行していただきたいと思います。これは

要望しておきます。 

  時間がなくなりましたので７番目の項目

は次に回したいと思います。予算前に回し

たいと思いますけれど、12月議会に。 

  ７番目の３番目の図書館の図書利用券を

スマホのアプリにできないのかっていう質

問なんですけど、アプリにはできないんで

すけれど、私はスマホでバーコードをちゃ

んと取得できましたのでちょっとパスワー

ドの不具合があったんで昨日図書館へ行っ

てきて、皆さんやってはりますか言うたら

まだ始まったところでということなんで、

利用券がなくてもスマホがあれば本が貸し

出しできるっていうことなんでいい取組だ

なと思いました。これは当初予算の図書館

のシステム改修の費用でやっているという

ことですか。最後の質問にします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  議員おっしゃいましたとおり当初予算で

予算措置させていただきました図書システ

ムの更新業務の中で整備をしたものでござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  以上で質問を終わらせていただきます。

お名前出てこなかった議員の皆さん、申し

訳ございません。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、管野英美子議員の一般質問を終

わります。 

  以上で、一般質問を終わります。 

（午後２時51分 休憩） 

（午後３時10分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２「第38号議案から第43号議案ま

で」及び「第１号認定から第６号認定まで」

を議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容はそれぞれ各常任委員会及び決

算特別委員会に付託いたしますので、大綱

のみお願いいたします。 

  なお、御承知ではございますが、質疑は

議題になっている事件に対して行われるも

のですから、現に議題になっていなければ

なりません。また、議題に関係のないこと

は聞くことができない、このように規定さ

れておりますので、その点十分御協力いた

だきますようお願い申し上げます。 

  初めに、第38号議案から第43号議案まで

の６件に対する質疑を行います。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 
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  管野です。 

  第43号議案、豊能町一般会計補正予算

（第３回）18ページの民生費、児童福祉費、

児童措置費の児童手当支給事業についてで

す。 

  全額国の負担なのかということです。３

月の定額減税給付事業のときは事務費が一

般財源から出ていました。200万円ほどです。

今回は負担はないのでしょうか。 

  二つ目の質問は、20ページの教育費、教

育総務費、事務局費の豊能町立小中学校記

念事業補助金です。どこの学校で何に使わ

れるのかということ。ふるさと寄附金にエ

ントリーはされているのでしょうか。 

  以上２点質問いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  まず児童手当関係の件で御質問いただき

ました。今回の件につきましては、全協の

ときも少しお話、課長のほうからさせてい

ただいてますけれども、所得制限の撤廃等

抜本的な拡充を行うということになってご

ざいます。今回のこの改正につきましては

全額国庫負担ということになってございま

す。 

  併せて触れられていました、３月に一部

マイナス一般財源から落としてるというの

がございますけれども、これは今までも全

額国庫ではなくて町の負担も一部割合とし

てございましたので、一般財源からも落と

したということでございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  私からは小中学校記念事業補助金につい

てお答えいたします。 

  対象の学校は東能勢小中学校で、東能勢

小中学校が今度義務教育学校に変わること

に伴い、記念事業を行うための費用として

補助を行うものでございます。今現在、想

定されているのが記念事業のイベントであ

るとか記念植樹等々を今現在、各学校の委

員学校の中の「ありがとう東能勢」の組織

の中で、実行委員会の中で検討していると

ころでございます。これにつきましては財

源はふるさと基金繰入金を財源としており

まして、ふるさと寄附金でその項目に対し

て集まった金額を財源としておるところで

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  児童手当のことはわかりました。 

  ふるさと寄附金を利用した豊能町立小中

学校記念事業補助金ですけれど、今確認し

たところ９項目あったところに書いてあり

ましたが、これはこの36万5,000円は東能勢

小学校へという入金があったんですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  ふるさと寄附金の、いわゆる役立ててい

ただきたい項目の中の東能勢小中学校のイ

ベントに対して、令和５年度の決算額とし

て集まった部分を財源としております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  使い道を丸つけるようにはなっているん

ですけれども、そこでその項目に丸がつい

ていた事業なのか、ふるさと寄附金で10項

目あるのかな、指定しないまで10項目ある
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んですけども、何も書いていないものはな

かったのかということ。あと詳細詰めてい

ただきたいので常任委員会でよろしくお願

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  東能勢小中学校の事業に充てていただき

たいという希望があったものについての寄

附金で、特になしとかという部分について

は含まれておりません。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかにございませんか。 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  中川です。 

  私も同じく一般会計補正予算にて質問を

させていただきます。２点お伺いしたいと

思います。２項目ですかね。 

  まず18ページをお願いをいたします。 

  この児童福祉施設費の中の吉川保育所運

営事業というふうなことで大きな金額が計

上されてございますが、全員協議会の折り

に内容的にはある程度、説明がございまし

たけれども、たしかその中で保育士の増と

いうような説明もあったかと思いますが、

何人保育士の方が増えることになるのかを

まず一点お伺いするのと、次はページめく

っていただいて21ページをお願いいたしま

す。21ページ教育費の中の学校管理費の中

で、小学校管理事業として、内容的には東

能勢小学校支障木伐採事業というような名

目になっておりまして、たしか全員協議会

の折りの説明の中では、この学校裏のとこ

ろを伐採するというふうな説明だったよう

に私は記憶しておりますが、これって結局

私たちも現場見に行かしていただいたとき

に見たのは竹がいっぱい生えてたという、

竹林いいますか、あそこのことなのか、そ

のまず２点をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  まず１点目の保育士の人数でございます

が、今回増額として補正予算に上げている

分については保育士６名分の費用でござい

ます。６名のうち４名分は既に配置されて

いる保育士の分で残り２名分は欠員となっ

ている保育士１名分と、あとは今後の入所

予定の児童に対する保育士の分が１名、合

計で６名分というふうになっております。 

  ２点目の東能勢小学校の支障木の伐採と

いうところにつきましては、議員おっしゃ

るとおり、東能勢小学校の北館のさらに裏

手北側にあります竹林の分と、その竹の中

に一部竹ではない樹木、ちょっと木の種類

まではちょっとあれなんですが、一部含ま

れているあの辺り一帯の支障木を伐採する

費用であります。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  保育士さん増えるということで、結構や

はり逼迫いうか、たくさん足らないという

か、そういうふうな状況なのかなというの

が本当に心に伝わってきたような、そのよ

うな御答弁だったかと思います。 

  もう一方、今度東能勢小学校裏の伐採の

件についてはやはり竹林というふうなこと

で認識が合っていたということでよかった

かなと思います。あそこはそもそも民有地

いうか民地だったかなと思うんですけど、

その辺りあそこを伐採するということに対

して、当然ながらそこの所有者の方とも話

合いがついてるのか、そういう質問と、あ
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とどれぐらいの範囲を伐採するというふう

なことになるのか、その辺り続けて質問さ

せていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  お待たせいたしました。すみません。ま

ず１点目の隣地所有者とのお話がついてい

るのかというところにつきましては、一定

私ども豊能町と、ほんでお二方いらっしゃ

るんですけれども、一定今回伐採について

は御了承をいただいております。 

  ２点目のどれぐらいのというところなん

ですが、そのうちあの竹の一部分は町の持

ち物の部分、町の土地に当たる部分になり

ます。ちょうど学校と竹やぶの間に石垣が

あるんですが、その石垣から若干竹やぶに

なってるんですが、その竹やぶの一部、豊

能町の部分になりまして、今回そこで伐採

予定なのは約766平米分を伐採予定をしてお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  中川です。ありがとうございます。 

  もともとあそこの北館いいますか校舎、

私たちも行かしていただいて、湿気てて湿

気やすくてカビがという、そのような状況

も見させていただきましたが、その一つが

北側の校舎というようなこともあるんやし、

裏にいっぱい木が生えてる、竹が生えてい

るというのも要因だろうみたいな、そうい

うことやったと思いますけれども、今回こ

の766平米という面積に当たる木とか竹を伐

採することによってかなり通気がよくなる

というかそういうことも考えられるのかな

と思うんですけども、そういった意味では

現状のこのカビが生えにくくなるという要

素にはなるのかなと思いますが、その辺り

はいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  カビの対策につきましては、カビ及び湿

気の対策は今後整備の中でも検討していく

ところではございますが、今回北側の樹木

を伐採することによって一定通気性がよく

なって湿気対策にも効果があるというふう

に考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  高尾です。43号議案の11番歳出のところ、

総務費、自治振興費なんですけれども、こ

れは東ときわ台の自治会館の民間の修理費

っていうことで41万4,000円かな、これが出

てるんですけど、補助金なのでこの程度に

なるのかわかりませんが、他の自治会から

も出てると思うんですけど、その点ちょっ

と確認したいんですが。光風台自治会など

も出しておられたと思うんですけど、いか

がですか、その点。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回予算計上しているのは東ときわ台自

治会の自治会館のところでございます。玄

関前の改修を３分の１の補助で予算計上さ

せていただいている。ほかにその協議がな

いかにつきましてはちょっと今、現状ちょ

っと把握できておりません。ただ協議が整

えば予算措置をしていく形になろうかと思

いますので、その際は予算に計上して御審
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議をお願いしていただこうと思っておりま

すけど、今現在協議中の案件が何件あるの

かというのが出ていないかもしれませんし、

協議中のところもあるかもしれません。ち

ょっと今それは把握していない状況です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  どことも庁舎や支所の階段やあちこち大

変老朽化もしてるので、いろいろと何か費

用も要ることだと思うんですけれども、出

てきた場合はぜひとも慎重に対応していた

だきたいと思います。光風台自治会館も大

分古くなって皆さん何とかしてほしいいう

ようなことも出てましたんでね。その点で

出てきたときにはしっかりと対応していた

だきたいと思います。これは要望です。よ

ろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  第42号議案、豊能郡環境施設組合規約の

変更に関する協議についての１回目の質問

でございます。 

  名前といたしましては現在の環境施設組

合事務所を豊能町本庁役場に移転すること

を能勢町と協議するとのことでございます

けれども、具体的に本庁の役場内のどこに

設置をしようと考えておられるのか伺いま

す。 

  続きまして第43号議案、令和６年度豊能

町一般会計補正予算書についてでございま

すが、16ページの歳出、５番の財産管理の

１番、庁舎管理等管理事業の12番の業務委

託料の188万1,000円の工事内容について伺

います。この委託料のまず工事内容と、続

いて内訳、金額について伺いたいと思いま

す。１回目の質問でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  一つ目の質問の、本庁役場の場所という

ことでお答えいたします。本庁３階の都市

建設部のフロアの奥のスペース、今は現在

の会議室として使用しているところですが、

そちらのほうに移転する予定で考えており

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします 

  庁舎等管理事業の業務委託料につきまし

ては、今回キュービクルの工事を予定して

おりまして、その設計の費用を、当初は直

営でやるということで検討しておったんで

すが、技術的なところからなかなか直営で

は難しいというところもございまして、今

回設計等管理の委託をするというような内

容の事業でございます。多分こちらの直営

で積算をしてると思うんですが、内訳はそ

の分の一式といいますか、その辺の事業費

は工事の当初予算で計上しておる事業費が

833万8,000円ということでございますから、

それをもとに算出した設計という形で認識

しております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ２回目でございます。 

  第42号議案、３階のスペースとの答弁が

ございました。ここに環境施設組合事務所

を設置するとのことですけれども、本庁職

員また環境施設組合職員の執務環境に十分

配慮した配置であると考えてよろしいでし

ょうか。２回目の１点目でございます。 
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  ２点目は、移転することによって本庁舎

内で改良工事等が発生するのかどうか伺い

ます。またその費用は能勢町と按分するこ

とになるのかどうかを伺います。 

  43号議案の２回目の質問の前に、先ほど

の１回目の質問で内訳と金額と言っとった

んですが、その第43号に対する内訳金額、

188万1,000円のうちの業務実施設計はどれ

だけ工事管理がどれだけという質問をしま

したので再度質問をお願いしたいと思いま

す。 

  43の２回目の続きですけども、施工内容

の質問になりますが、変電設備の更新とな

りますと祝休日に停電をして変電設備の更

新工事を行うことが一般でございます。し

かしどうしても停電することができない機

器がある場合、自家発電などの電源確保が

必要となってきますので、どのように考え

ておるのか伺います。これで２回目でござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  環境施設組合の引っ越し先の環境という

ようなことですけれども、そこはしっかり

と整備しまして、整備というか整えまして

業務に当たっていただけるようにしていた

だく予定でございます。 

  工事費につきましては引っ越しの費用、

インターネット、電話回線等はありますが

それについては組合から負担ということに

なりますので、能勢町との按分ということ

になります。 

○議長（永並 啓君） 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  すみません、先ほどの御質問で内訳とい

うことでございますが、庁舎等管理事業の

業務委託料の内訳としまして設計に係る分

が165万円、管理に係るものが23万1,000円

ということでございます。 

  あと工事の中の電源の御質問だったと思

いますが、電源については基本的に停電を

本庁舎工事中はさせていただこうと思って

ます。例えば電算のとかそういう機器類、

情報機器類は慎重に扱わないといけません

ので、その辺り事前に庁内各所属周知をし

た上で保守業者が当日シャットダウンです

か、それを適切に行って電源を落とすと。

その上で停電をさせて工事を行う。あとは

その逆にまたそれを順次復旧させると、そ

のような感じで現在予定をしております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  第42号議案、３回目の質問でございます。 

  現在の環境施設組合事務所の撤去に関わ

る、まずこの工事内容について伺いたいと

思います。そしてその撤去費用についても

能勢町と按分することになるのかどうか伺

います。 

  第43号議案３回目の質問でございます。

これ本体につきましては当初予算説明時に

説明を受けたかもしれませんけれども再度

質問させていただきます。公共施設再編と

の絡みもございまして、今この時点で変電

設備を更新しなければならない理由は何で

しょうか。この点についてお伺いします。

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  本体施設を設置するに当たりましていろ

いろな工事を予定しておるんですけれども、

まず環境施設組合の事務所につきましては

組合負担で、全て組合の工事になるんです
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が、施設組合事務所も組合負担ということ

で、能勢町と按分の予定をしております。

いろいろ工事がありますので、公共施設再

編と関係もありますので、全てが能勢町と

の按分というわけではないんですけれども、

その部分については按分というようなこと

になります。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  変電設備の更新のタイミングといいます

か、本庁舎の問題もございますので今が適

切なのかという質問だったと思います。こ

れにつきましてはその変電設備の使用期間

が相当経過しております。途中で一旦庁舎

も増築は重ねておる状況もあろうかと思い

ますが、それがもう更新時期がちょっと経

過しておりまして、点検報告は電気設備の

定期報告を受けておりますが、もう早急に

更新を図る必要があるという指摘がござい

まして、この時期のタイミングで予算を計

上させていただいて更新をさせていただき

たいと、実施するというようなことで考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  43号議案の、先ほど管野議員が質問して

ました、保幼小中一貫教育推進事業の豊能

町立小中学校記念事業補助金ですけれども、

どのような内容ですかってお尋ねに対して

東能勢小中学校の記念植樹と記念品という

ことをありました、お答えが。それに考え

るとこの36万5,000円というのは非常に少な

いように思いますので、この中に別途町か

らのほうから何がしの応援金というのか、

援助金っていうのが今回はあると思わない

んですけども、既に出されているのか、そ

の辺りを考えているのかがまず一点お尋ね

します。 

  それともう一点ですけれども、この運営

母体っていうのは学校になるのか、保護者

になるのか、地域住民になるのか、ちょっ

とその辺りを教えてください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  １点目の、ふるさと寄附金以外に町のほ

うで何か補助をする予定若しくはそういう

ことをしているのかどうかという御質問で

ありますが、今回の補正予算もそうなんで

すけれども、要は東能勢小中学校のこのイ

ベントに賛同をいただいて寄附金をいただ

いた分を財源としておりますので、それ以

外に町の単費でそういう支出をする予定は

しておりません。 

  ２点目のこの事業の主体なんですけれど

も、「ありがとう東能勢」実行委員会と申

しまして、要は地域、保護者の方であると

か学校の先生も含めた地域全体でという形

の実行委員会が主体となるということにな

っております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  わかりました。今のお話聞いてると地域

のほうで頑張っていろいろな形で何かしら

地域のこれまでの小学校に対するお礼かな。

そういう形で取り組んでいこうというふう

な動きかと思います。 

  それで幾ら何でも36万5,000円っていうの

はあんまり低いというか、これでできんの

かなって正直思いますので、多分いろいろ



 

 3－63 

な寄附金集めたりなんかそういう形だと思

います。ただ町としては、これからこの学

校だけでありませんよね。この方針だけで

す。この予算に関係なく。ほかの吉川です

とか光風台とか、東能勢小学校、こういう

方面に関しては何かしらの働きかけ、財政

的なものじゃないにしても、今回のこのこ

とを事例にしてされてこうとしてるのかと

いうことと、もう一点、ふるさと寄附金に

登録する場合ありますね。これというのは

何かしらの条件があったと思います。その

ことも併せてお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  １点目の、ほかの学校のというところで

すが、現在こういったイベントごとを各学

校において検討をしているところでありま

す。今回、東能勢小中学校で行ったこうい

う寄附金を活用してそれを町からの補助と

いう形で提供するということに関しまして

は、ほかの学校でもこのような取組を行う

ということがあれば同様に考えていきたい

と思っております。それ以外の町の支援、

これは財政的な面も含めてなんですけれど

も、今後検討ということになるかとは思っ

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後２時51分 休憩） 

（午前３時10分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御質問はふるさと寄附の上げる項目の登

録とか上げ方といいますか、その決め方の

の御質問かなと思っております。 

○10番（秋元美智子君） 

  沿ってるかどうかでいいです。エントリ

ーに沿ってるかどうかっていうのを条件で

す。 

○総務部長（入江太志君） 

  このふるさと寄附に上げるには豊能町ふ

るさと寄附促進事業実施要綱いうのがござ

います。そこに寄附の使い道というか使途

の規定がございまして、そこに東能勢小学

校創立150周年及び東能勢中学校創立78周年

記念事業という項目は追加してございます。

これは昨年９月の政策会議で審議の上決定

して追加をしたものでございますので、今

回そこでその項目を追加して寄附を受ける。

ふるさと寄附を受ける項目として掲げてい

るというものでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  住民の、そういった取組どうこう言うつ

もりは全くない、そういうつもりじゃない

です。ただ、今の御答弁を聞いて、もしか

したら聞き間違いだったら申し訳ない。先

に町のほうで東能勢小中学校のこういう受

入れの項目をつくった上でこれを受け入れ

たというふうに聞こえたんですけども、そ

うじゃないんですよね。どういうことなん

すか。それと、豊能町、全小中学校こうい

う場合の受入れをします、こういうケース

を受け入れますという項目を受けられたの

か、あくまでも東能勢小中学校だけなのか、

ちょっとその辺りをお聞かせください。私

がお尋ねしているのは、ふるさと寄附金で、

例えば私が非常に悪い心を持ってて、自分

でふるさと寄附金の窓口をつくって、知ら

ない、よその住民が寄附入れてくれて、い

やいやいやみたいなことになっちゃまずい
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し、そういう意味でどうなのかな、町の体

制はどうかなということをお聞きしてるだ

けですので、今回一番最初にさっき質問し

ましたように、この後の吉川ですとか光風

台ですとか、東能勢小学校ありますので、

そういったことも含めてお尋ねさせていた

だいてるとこです。今回の予算には関係な

いかもしれませんが、お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほどのふるさと寄附の実施要綱の中に

位置づけをしているとお答えしましたが、

その他の項目もございまして、そこにはそ

の他地域の活性化に寄与するものとして町

長が定めるものという規定がございます。

今回は町のほうにそこの実行委員会の働き

かけも受けましたので、この項目を入れる

ために審議をして決定しておりますので、

項目を追加する場合はそういう形で一定の

審議を経て項目に上げるということですの

で、それは豊能町の活性化に寄与するもの

となるかどうかの一つの判断もあろうかと

思いますけど、個別に審議をして項目に入

れるかどうかを決めるという、そういう手

続をとっております。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  ないようですので、次に第１号認定から

第６号認定までの６件に対する質疑を行い

ます。 

  ございませんか。 

  決算に選ばれてない方は質疑をしておい

てくださいね。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  それでは総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１号認定から第６号認定までは６名の

委員をもって構成する決算特別委員会を設

置し、また、第38号議案から第43号議案ま

で及び第１号認定から第６号認定までは、

お手元に配付いたしております付託表のと

おり各常任委員会及び決算特別委員会にそ

れぞれ付託の上審査することにいたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  異議なしと認めます。よって、第38号議

案から第43号議案まで及び第１号認定から

第６号認定までは、お手元に配付いたして

おります付託表のとおり、各常任委員会及

び決算特別委員会にそれぞれ付託の上審査

することに決定いたしました。 

  ただいま設置いたしました決算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により、決算特別委員会委員に

池田忠史議員、吉田正子議員、中川敦司議

員、管野英美子議員、小寺正人議員、秋元

美智子議員、以上６名をそれぞれ指名いた

したいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  異議なしと認めます。よって、ただいま

指名いたしました６名の議員を決算特別委

員会委員に選任することに決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時40分 休憩） 

（午後３時42分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま選任いたしました決算特別委員

会委員の互選により、委員長に小寺正人議
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員、副委員長に吉田正子議員が選出されま

した。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。次

回は９月19日午後１時より会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時49分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第38号議案 豊能町国民健康保険条例改正の件 

第39号議案 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴 

      う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

第40号議案 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につ 

      いて 

第41号議案 令和６年度能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第１ 

      回）の件 

第42号議案 豊能郡環境施設組合規約の変更に関する協議について 

第43号議案 令和６年度豊能町一般会計補正予算（第３回）の件 

第１号認定 令和５年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第２号認定 令和５年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

      算の認定について 

第３号認定 令和５年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定歳入 

      歳出決算の認定について 

第４号認定 令和５年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 

      定について 

第５号認定 令和５年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の 

      認定について 

第６号認定 令和５年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

      ついて 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 
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